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表紙の絵は、環境美化や３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）をテーマに、

県内の小･中・高校生を対象として実施しております「かながわゴミゼロクリーン

ポスターコンクール」の平成28年度最優秀作品です。 
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Ⅰ はじめに  

１ 改訂の趣旨 

本県では、循環型社会★1の実現に向けた取組を県民、事業者、市町村とともに具体的に進

めていくために、2002(平成14)年３月に「神奈川県廃棄物処理計画」を策定しました。 

その後、2012(平成 24)年３月に計画の改定を行い、名称を「神奈川県循環型社会づくり

計画」（以下「循環型計画」という。）と改め、基本理念として「廃棄物ゼロ社会」を掲げ、

計画期間を 2012(平成 24)年度から 2021(平成 33)年度とし、前半の５年間（2012(平成 24)

年度から2016(平成28)年度）の事業計画を設定して取組の推進を図ってきました。 

2016(平成 28)年度に事業計画が終了するため、今回の改訂では、後半の５年間（2017(平

成29)年度から2021(平成33)年度まで）の事業計画を設定します。 

また、廃棄物をめぐる最近の動向や廃棄物の再生利用率★が伸び悩んでいる状況を踏まえ、

再生利用率に係る目標等を追加します。 

２ 循環型計画の性格 

この計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法★」という。）

第５条の５に基づく廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画であり、同法第５条の

２により定められた「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るための基本的な方針」（以下「国の基本方針」という。）に即して定めていま

す。 

それと同時に、本県における循環型社会の形成に向けて、県民、事業者、市町村、県がそ

れぞれ主体的に、そして、相互に連携して取組を進めるための計画です。 

３ 循環型計画の期間 

計画期間は、2012(平成24)年度から2021(平成33)年度までの10年間です。 

なお、事業計画期間は、2017(平成 29)年度から 2021(平成 33)年度までの５年間とします。 

４ 循環型計画と他の計画との関係 

(1) 他の県計画との関係 

ア かながわグランドデザイン（県の総合計画）★ 

「かながわグランドデザイン」は、県政運営の総合的・基本的指針を示す総合

計画です。循環型計画は、「かながわグランドデザイン」を支える主な個別計画

として定めるものです。  

                                            
1 本文中で「★」が付いている用語は、資料編の用語の解説に掲載しているものです。同じ用語が複数回記載 

されている場合は、「★」は最初に記載されている箇所にのみ付けています。 
2 本計画中の表及びグラフの数値は、単位未満で四捨五入したため、合計と内訳の計が必ずしも一致しません。 
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イ 神奈川県環境基本計画 

「神奈川県環境基本計画」は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための基本的な計画です。循環型計画は、この中の廃棄物分野

に関して「循環型社会」の実現に向けた計画として定めるものです。 

ウ 廃棄物等に関して県が策定する法定計画 

(ｱ) 神奈川県分別収集促進計画 

「神奈川県分別収集促進計画」は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律」（以下「容器包装リサイクル法★」という。）第９条

に基づく法定計画であるとともに、循環型計画における分別収集★のうち、容

器包装★廃棄物の分別収集を促進するための計画です。 

(ｲ) 神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 

「神奈川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」（以下「県ＰＣＢ廃棄物処

理計画」という。）は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法」（以下「ＰＣＢ特別措置法★」という。）第７条に基づく法

定計画であるとともに、循環型計画におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物★（以

下「ＰＣＢ廃棄物」という。）の処理を確実かつ適正に進めるための計画です。 

(ｳ) 神奈川県海岸漂着物対策地域計画 

「神奈川県海岸漂着物対策地域計画」は、「美しく豊かな自然を保護するた

めの海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推

進に関する法律」（以下「海岸漂着物処理推進法★」という。）第 14条に基づ

く法定計画であるとともに、循環型計画における海岸漂着物★等の適正処理を

推進するための計画です。 

(2) 市町村計画との関係 

市町村は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理計画★や容器包装リサイクル法

に基づく市町村分別収集計画を策定しています。 

循環型計画は、こうした市町村の取組をより効果的に進めていくため、県全体と

しての廃棄物対策の基本的方向を示すものです。 

また、市町村は、これまで、県が策定した「神奈川県ごみ処理広域化計画」

（1998(平成 10)年３月策定）の方向に沿って、ごみの減量化★・再資源化★の推進

による循環型社会の構築、ごみの適正処理による環境負荷★の低減及びごみ処理事

業の効率化を進めるため、広域ブロック★ごとに「ごみ処理広域化実施計画」の策

定に取り組んできました。県は、循環型計画を推進する中で、「ごみ処理広域化実

施計画」に基づく市町村の一般廃棄物処理施設の整備を支援しています。 
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Ⅱ 基本理念（本県の目指す姿）  

 

 県民、事業者、市町村と県がともに目指す姿として、引き続き「廃棄物ゼロ社会」を掲げ、

取組を推進します。 

 

 

 

○ 私たちは、限りある資源や一度損なわれると回復困難な地球環境のもとに暮らして

います。私たちが享受する豊かさを将来の世代にも引き継ぐには、豊かさの源である

天然資源の消費を抑制し、生存基盤である環境への負荷をできるだけ少なくする持続

可能な社会を作っていく必要があります。 

○ そのためには、県民及び事業者や行政が環境の保全に配慮し、もの・資源を大切に

し、廃棄物を限りなく少なくする生活や産業活動が営まれるとともに、廃棄物の排出

者の責任だけでなく、製品の製造者等も一定の責任を果たすという拡大生産者責任★

の考え方も取り入れた循環型社会を実現する必要があります。 

○ 循環型社会では、個々の県民や事業者にとって不要なものであっても、社会全体と

しては有用なものとして生かし、すべてのものが資源として循環することによって

「廃棄物」と呼ばれるものがゼロになるような「廃棄物ゼロ社会」を目指すことにな

ります。つまり、循環型社会の最終目標が廃棄物ゼロとなります。 

○ 廃棄物ゼロの実現には３Ｒ★(スリーアール)に取り組む必要があります。最初に取り

組む「Ｒ」は、廃棄物の排出そのものをできる限り減らすこと（排出抑制★：リデュ

ース（Reduce））、次いで、不要となったものでも使えるものは、できるだけ繰り返

し使うこと（再使用★：リユース（Reuse））、最後に、繰り返し使えないものは、資

源として活用すること（再生利用★：リサイクル（Recycle））を進めます。 

○ 資源の循環に当たっては、地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、地域

での循環が困難なものについては循環の環を広げます。また、廃棄物を処分する場合

は、できるだけ自らの地域で適正に行います。 

○ さらに、地球温暖化★防止に寄与するため、低炭素社会★を目指し、廃棄物の焼却処

分時の熱回収★など、廃棄物をエネルギー資源としても利活用していきます。そして、

エネルギーの地産地消を進め、安全安心を前提に、廃棄物の適正利用を進めます。 

 

廃棄物ゼロ社会 
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Ⅲ 廃棄物をめぐる最近の動向  

１ 国等の動向 

(1) 国の動向 

ア 第三次循環型社会形成推進基本計画★の策定 

2013(平成 25)年５月に、循環型社会形成推進基本法に基づく、「第三次循環型

社会形成推進基本計画」（以下「第三次循環基本計画」という。）が策定されまし

た。第三次循環基本計画では、これまでの循環の量に着目した施策に加え、循環の

質にも着目した施策が位置付けられました。 

イ 廃棄物処理法等の改正 

2015(平成 27)年８月に、東日本大震災の教訓を踏まえて廃棄物処理法及び災害

対策基本法が改正され、非常災害時の廃棄物処理の基本方針、役割分担が明記され

るとともに、都道府県の廃棄物処理計画に非常災害時の廃棄物処理について定める

こと等が規定されました。 

ウ 国の基本方針の変更 

2016(平成 28)年１月に、国の基本方針が変更され、第三次循環基本計画の目標

設定の考え方を基本として目標量が設定されたほか、非常災害時における廃棄物の

適正な処理に関する施策の推進等がその内容に盛り込まれました。 

エ その他法改正等 

「水銀に関する水俣条約★」の採択を受け、2017(平成 29)年度までに水銀廃棄物
★等に係る国内関連法が段階的に施行されるほか、2017(平成 29)年４月に海洋投入

処分★に係る規制の厳格化に係る海洋汚染防止法★の告示改正の施行が予定されてい

ます。 

(2) 市町村の動向 

生ごみの水切り、マイバッグ・マイボトルなどの取組の浸透や新聞等の紙媒体から

パソコン等の電子媒体への移行に伴うペーパーレス化★等による排出抑制、容器包装

廃棄物、小型家電★等の分別収集品目の拡大や資源物収集量の増加など、具体的な数

値目標を掲げた一般廃棄物★の排出抑制や循環的利用★の取組が進展しています。 

また、一部の市町村では、ごみ処理の有料化や指定袋の導入、事業系一般廃棄物★

を多量に排出する事業者への個別指導に加え、高齢社会など時代背景に合わせた施策

として、高齢者・障害者を対象とした戸別収集に取り組んでいます。 

(3) 県の動向 

2015(平成 27)年７月に、県の総合計画である「かながわグランドデザイン」の第２

期実施計画を策定し、2016(平成 28)年３月に「神奈川県環境基本計画」を新たに策定

しました。 

廃棄物に係る計画については、2016(平成 28)年８月に「第８期神奈川県分別収集促

進計画」を策定、2017(平成 29)年３月に「神奈川県災害廃棄物処理計画」を新たに策

定するとともに「県ＰＣＢ廃棄物処理計画」を変更しました。  
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２ 廃棄物の現状と課題 

  (1) 一般廃棄物 

   【現 状】 

排出量は、生活系ごみ★については、県人口が増加したものの、大都市部を中心

に排出抑制の取組が本格化したことから減少傾向で推移していますが、事業系一般

廃棄物については、近年横ばい傾向で推移しています。 

再生利用率は、個別リサイクル法による市町村の資源ごみ回収量の増加等により、

2003(平成 15)年度から、9.5ポイント上昇していますが、近年は横ばいで推移して

います。 

 最終処分★量は、2003(平成15)年度以降減少傾向にあります。 

 市町村のごみ処理事業費のうち、処理及び維持管理費はここ 10年横ばいで推移

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

【課 題】 

更なる排出抑制、再使用、再生利用の促進に取り組むことにより、最終処分量の

削減を図ることが必要です。 

市町村のごみ処理事業費の軽減及び廃棄物部門における地球温暖化対策のため、

ごみ処理の広域化による効率的な事業の運営、焼却施設でのエネルギー回収などの

取組が必要です。  
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生活系ごみ

事業系

一般廃棄物

1,047 1,036 1,092 1,054 1,043 1,032 1,055 1,049

109 171 147 141 201 244 129 158
47

53 41 38 43 43
45 551,204

1,260 1,280 1,233 1,288 1,319
1,229 1,262

0
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1,000
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15 18 21 22 23 24 25 26

処理及び維持管理費 建設・改良費 その他

（出典：神奈川県一般廃棄物処理事業の概要） 

ごみ処理事業費の推移 

年度(平成) 

最終処分量の推移 

生活系ごみと事業系一般廃棄物の排出量の推移 一般廃棄物の排出量等の推移 

年度(平成) 年度(平成) 

年度(平成) 

(億円) 

63 83 76 75 76 76 76 76

271 225
207 202 204 202 198 197

52

34
29 30 28 28 26 24

386

342

313 307 309 306 301 297
16.2%

24.3% 24.5% 24.5% 24.7% 24.8% 25.3% 25.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

100

200

300

400

500

15 18 21 22 23 24 25 26

（万トン）

再生利用量 減量化量 最終処分量 再生利用率



Ⅲ 廃棄物をめぐる最近の動向  

7 
 

0% 0%
6% 1%

24% 25%

8% 1%
0%

6%0%
5%

2%

8%

9%

52%
76% 90%

99%

52%

100%

〔326〕

95%

〔35〕

92%

〔28〕

92%

〔47〕

67%

〔56〕

22%

〔4〕

15%

〔155〕

9%  

〔3〕
1%

〔0〕
42%

〔705〕

0%

20%

40%

60%

80%

100%

が
れ
き
類

動
物
の
ふ
ん
尿

木
く
ず

ば
い
じ
ん

ガ
ラ
ス
陶
磁
器

く
ず

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類

汚
泥

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

合
計

再生利用率

減量化率

最終処分率

(51) (16)

（ ）内数値は排出量（万トン）

〔 〕内数値は再生利用量（万トン）

(1,692)(327) (36) (30) (1,020）(84) (17) (30)

 (2) 産業廃棄物★ 

   【現 状】 

排出量、再生利用率及び最終処分量は、いずれも近年横ばい傾向で推移していま

す。業種別に見ると電気・ガス・水道業、建設業、製造業の３業種で排出量の約９

割を占めており、種類別では、汚泥★、がれき類の２種類で約８割を占めています。 

2014(平成 26)年度の再生利用率は全体で 42％であり、再生利用率の高いものは、

がれき類、動物のふん尿でほぼ 100％、次いで木くずやばいじん★も 90％以上が再

生利用されています。 

2014(平成 26)年度の最終処分量は 110万トンであり、最終処分場で 47万トン、

海洋投入で63万トンが処分されています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課 題】 

排出量及び再生利用率が横ばいとなっていることから、排出量の多くを占める業

種における自主的な排出抑制や再生利用等の取組の促進が必要です。 

排出量の多い建設汚泥★については、海洋投入処分の規制の厳格化が図られるこ

とを踏まえ、より一層の排出抑制と再生利用の取組を促進していく必要があります。 

また、安全安心な廃棄物の処理を確保するため、廃棄物処理法の厳正な運用と優

良な産業廃棄物処理業者★の育成も必要です。 

さらに、県内に依然として大量に保管されているＰＣＢ廃棄物について、ＰＣＢ

特別措置法に基づく処理期限内の処理を確実に完了させる必要があります。 

海洋投入処分量

63 万トン

57%

埋立処分量

47 万トン

43%

産業廃棄物の排出量等の推移 産業廃棄物の主な業種別排出量の推移 

主な種類別の減量化・再生利用の状況(平成26年度) 最終処分の状況（平成26年度） 

（出典：神奈川県産業廃棄物実態調査報告書） 
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   (3) 不法投棄★・不適正保管★ 

   【現 状】 

 不法投棄量は、2003(平成15)年度に2,800トンの大規模な不法投棄事案が発生し

たことから急増しましたが、行政代執行により不法投棄物の撤去を実施し、

2015(平成27)年度は261トンとなっています。不法投棄箇所は、近年は横ばい傾向

で推移しています。 

 本県では、近年大規模な産業廃棄物の不法投棄は発生していませんが、いわゆる

引越しごみのような一般廃棄物の不法投棄は後を絶たない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、不法投棄及び不適正保管（以下「不法投棄等」という。）の残存量注)は、

2015(平成27)年度は127,373トンとなっています。 

不法投棄等の未然防止・拡大防止のための監視活動や既存の不適正保管に対する

指導により、不法投棄等残存量は減少傾向にありますが、依然として大量に存在し

ている状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課 題】 

引き続き、不法投棄の撲滅に向けて、市町村、関係団体、事業者、ＮＰＯ★等と

の連携を図る必要があります。 

また、社会インフラの整備工事などにより建設廃棄物★は今後とも高い水準で排

出されることが想定されることから、建設廃棄物の適正な処理が確保されるよう指

導を徹底し、不適正保管へ厳正に対応することも重要です。  

不法投棄等残存量の推移 

注)１件当たり10トン以上の不法投棄及び不適正保管の残存量の合計 

（出典：産業廃棄物不法投棄等実態調査（環境省）） 

不法投棄量・箇所数の推移 

県資源循環推進課調べ(毎年度末の市町村との合同パトロールなどで確認した不法投棄の量・箇所数より作成) 

年度(平成) 

投棄量の(ｶｯｺ)数値は、大規模な不法投棄事案2,800トンを除いた投棄量 

年度(平成) 
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    (4) 海岸美化等 

   【現 状】 

 河川等を通じて流出し漂着したごみや海岸に散乱するごみ等は、年間約 4,000ト

ンから 7,000トン、海藻を除いた流木や人工ごみ等は 2,000トン前後で推移してい

ます。 

 2013(平成 25)年度以降の海岸清掃ボランティア参加者数は、年間 15万人以上と

なっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課 題】 

湘南海岸、相模川、丹沢大山などの美しい県土を守るため、県民、関係団体、事

業者との協働による美化活動に取り組むなど、引き続き、環境美化を推進する必要

があります。 
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（出典：公益財団法人かながわ海岸美化財団「平成27年度事業報告書」） 
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Ⅳ 計画目標  

将来に向け「廃棄物ゼロ社会」を目指す中で、排出抑制によって、再生、焼却等に伴う環

境負荷が低減されるとともに、最終処分量が減少することから、排出量に着目した「家庭か

ら排出される生活系ごみ」と、「事業活動による廃棄物（事業系一般廃棄物と産業廃棄物)」

の原単位を用いた目標を設定しており、引き続き、目標管理していきます。 

また、排出を抑制してもなお発生するものは、適正処理を前提として、資源として活用し

天然資源の消費を抑制することも重要です。そこで、既存の排出量に係る目標に加え、かな

がわグランドデザイン及び環境基本計画の目標を参考に、再生利用に係る目標及び適正処理

に係る目標を位置付けます。 

なお、最終処分量については、計画の進行管理の中で確認していきます。 

目標１ 生活系ごみ１人１日当たりの排出量 ＜2021(平成33)年度目標値＞664ｇ/人・日 

県民一人ひとりの行動目標となるように、生活系ごみ１人１日当たりの排出量を目

標として設定しています。2014(平成 26)年度実績は 681ｇ/人・日で、2012(平成 24)年

３月に設定した 2021(平成 33)年度目標値 680ｇ/人・日は達成していないものの着実に

減少しています。このまま推移すれば早い段階で目標値を達成する見込みであること

から、さらに 16ｇ少ない 664ｇ/人・日を目標値として再設定し、引き続き、３Ｒの普

及啓発や環境教育等を充実させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

目標２ 事業活動による廃棄物の県内ＧＤＰ（県内総生産）★当たりの排出量 

 ＜2021(平成33)年度目標値＞53.6トン/億円 

 景気動向や物価変動に左右されない目標となるように、事業活動による廃棄物の県

内ＧＤＰ当たりの排出量を目標として設定しています。2014(平成 26)年度実績は 55.0

トン/億円となっており、目標値の 53.6トン/億円を目指して、引き続き、事業者の自

主的な排出抑制の取組等を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.6 54.6 

60.9 59.5 59.3 58.4 
55.0 53.6

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

（トン/億円）

872
800

730716716707695681 664

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

15 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

（ｇ/人・日） 生活系ごみ１人１日当たりの排出量 

年度(平成) 

事業活動による廃棄物の県内ＧＤＰ当たりの排出量 

年度(平成) 

対応施策 Ⅰ-1、Ⅰ-３ 
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 目標３ 一般廃棄物の再生利用率        ＜2021(平成33)年度目標値＞ 31％ 

 一般廃棄物の再生利用率が伸び悩んでいることから、一般廃棄物の再生利用率を、

2014(平成 26)年度実績の 25.7％から全国トップレベルの 31％まで引き上げることを目

標として設定し、県民、事業者が、日常的な取組としてごみを可能な限り分別し、そ

れが再生利用されるよう、市町村や事業者の取組支援を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標４ 製造業における産業廃棄物の再生利用率  ＜2021(平成33)年度目標値＞ 50％ 

 県内の産業廃棄物排出量の４分の１を占める製造業の再生利用率は約 45％と、同様

に排出量の多くを占める建設業の約80％と比べると低い状況です。 

そこで、製造業における産業廃棄物の再生利用率を、2014(平成 26)年度実績の 43.5％

から 50％まで引き上げることを目標として設定し、先進事例の紹介や再生利用が進み

やすい分別の働きかけなどにより、事業者における自主的な再生利用の取組を促進し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

目標５ 不法投棄等残存量      ＜目 標＞ 前年度より減少 

 建設廃棄物は今後とも高い水準で排出されることが想定されることから、不法投棄

等の残存量を、毎年前年度より減少させることを目標として設定し、新たな不法投棄

等の未然防止と既存事案の改善指導に取り組みます。 

  

年度(平成) 

一般廃棄物の再生利用率 

年度(平成) 

製造業における産業廃棄物の再生利用率 

対応施策 Ⅰ-1、Ⅰ-３ 

対応施策 Ⅱ-1、Ⅱ-３ 

対応施策 Ⅰ-２ 
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Ⅴ 事業計画   

 １ 施策の基本的な方向 

 「廃棄物ゼロ社会」を目指して、引き続き、「資源循環の推進」、「適正処理の推

進」及び「災害廃棄物★対策」を３つの施策の柱として設定し、非常災害時を含め、安

全安心な適正処理を前提に、資源循環の推進に取り組んでいきます。 

また、Ⅲに記載した廃棄物をめぐる最近の動向を踏まえて、次に掲げる事項につい

て、施策に盛り込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 地球温暖化対策 

神奈川県地球温暖化対策計画★に掲げた 2030(平成 42)年度の県内の温室効果ガス

の総排出量を 2013(平成 25)年度比で 27％削減する目標の達成に向け、廃棄物部門

においても、焼却等を抑制するための３Ｒを一層推進するとともに、廃棄物エネル

ギーの有効利用を促進します。 

■ 食品廃棄物★対策 

一般家庭、食品小売業、外食産業から排出される食品ロス★を削減する対策等を

促進するとともに、フードチェーン★全体における自主的な再生利用の取組を促進

します。 

■ 建設汚泥の排出抑制及び再生利用 

海洋投入処分に係る規制が厳格化されることを踏まえ、建設汚泥のさらなる排出

抑制の取組や再生利用を進める取組を促進します。 

■ ＰＣＢ廃棄物の確実な処理 

ＰＣＢ廃棄物の処理が処理期限までに確実に行われるよう、保管事業者等への指

導を徹底するとともに、県が保有しているＰＣＢ廃棄物の処理を進めます。 

■ 建設廃棄物の適正処理 

今後とも高い水準で排出されることが想定される建設廃棄物について、排出事業

者への適正処理の指導を徹底します。 

■ 災害廃棄物対策 

大規模災害が発生した場合、大量の廃棄物の発生が想定されることから、平時か

ら必要な処理体制の構築を進めるとともに、発災時には、災害廃棄物の適正かつ円

滑・迅速な処理を図ります。 

 

対応施策 Ⅰ-１ 

対応施策 Ⅰ-２ 

対応施策 Ⅱ-２ 

対応施策 Ⅱ-３ 

対応施策 Ⅰ 

対応施策 Ⅲ 
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Ⅴ 事業計画

２ 施策事業

施策体系について、国の法体系に合わせた一般廃棄物と産業廃棄物の区分にしたほ

か、資源循環の取組を推進するための人材の育成、ＰＣＢ廃棄物の確実な処理、不適

正保管対策等の推進を明確に位置付けました。 

 大柱Ⅰ 資源循環の推進 

中柱Ⅰ－１ 一般廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用の推進 

小柱(1) 生活系ごみの３Ｒの推進 

小柱(2) 事業系一般廃棄物の３Ｒの推進 

小柱(3) 広域的なごみ処理と各種リサイクル制度の推進 

中柱Ⅰ－２ 産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用の推進 

小柱(1) 産業廃棄物の３Ｒの推進 

小柱(2) 建設廃棄物の３Ｒの推進 

小柱(3) 上下水道汚泥等の３Ｒの推進 

中柱Ⅰ－３ 人材の育成と広域連携の推進等 

小柱(1) 環境教育・学習及び人材育成の推進 

小柱(2) 県域を越えた広域的な取組の推進 

小柱(3) 環境関連技術の研究、開発の推進 

大柱Ⅱ 適正処理の推進 

中柱Ⅱ－１ 廃棄物の適正処理の推進 

小柱(1) 一般廃棄物の適正処理の推進 

小柱(2) 産業廃棄物の適正処理の推進 

小柱(3) 有害物質を含む廃棄物等の計画的な処理 

中柱Ⅱ－２ ＰＣＢ廃棄物の確実な処理 

小柱(1) ＰＣＢ廃棄物の確実な処理 

中柱Ⅱ－３ 不法投棄・不適正保管の未然防止対策の推進 

小柱(1) 不法投棄を許さない地域環境づくり 

小柱(2) 産業廃棄物の不適正処理対策の推進 

小柱(3) 不法投棄の原状回復に向けた取組 

中柱Ⅱ－４ 海岸美化等の推進 

小柱(1) 海岸美化や海岸漂着物対策の推進 

小柱(2) 美化キャンペーン等普及啓発の実施 

大柱Ⅲ 災害廃棄物対策 
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 Ⅴ 事業計画 
大柱Ⅰ 資源循環の推進 

 

大柱Ⅰ 資源循環の推進 

廃棄物の排出そのものをできる限り減らし、不要となったものでも使えるものはできるだ

け繰り返し使い、繰り返し使えないものは資源として活用する３Ｒの一層の推進に取り組み

ます。また、地球温暖化対策が喫緊の課題であることから、温室効果ガス★の排出を抑制す

るため、３Ｒを推進するとともに、廃棄物エネルギーの有効利用を促進します。 

 

Ⅰ－１ 一般廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用の推進 

(1) 生活系ごみの３Ｒの推進 
県民一人ひとりの「ものを大切にする」行動が促進されるよう、普及啓発に取り組

むとともに、３Ｒを推進する事業者への支援を行います。また、市町村への情報提

供・技術的支援に努めます。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 県民への普及啓発の推進 

 
ア 県民、ＮＰＯ等へ

の情報提供の推進 

廃棄物の排出量、処理経費、最終処分場の状況等の現

状や取組事例など、県民、事業者、ＮＰＯ等の取組を促

進するための廃棄物・リサイクル等に関する情報を積極

的に提供します。 
○ 本県の廃棄物の現状に関する情報提供 

○ 「かながわリサイクル情報」等を活用した情報提供 

○ リサイクル製品認定制度やリユースショップの認証制度の普及啓発 

○ かながわ環境白書による県施策に関する情報提供 

○ 循環型社会に向けたリーフレットの作成・配布 

○ 市町村が行う取組の普及啓発 

 
イ ３Ｒ推進活動の

実施 

３Ｒ推進組織を実施主体として、県民や事業者の３Ｒ
に関する意識向上を図るための実践的な普及啓発事業を
全県的に展開します。 
○ ３Ｒ推進キャンペーンの実施 
○ 食品ロスの削減に向けた普及啓発 
○ 各種広報媒体を活用した啓発活動の実施 

 
ウ レジ袋の削減に

向けた取組の推進 

廃棄物の排出抑制に向けて、事業者、消費者団体等各
種団体、市町村、県の４者による協働と参画のもと、レ
ジ袋の使用削減に積極的に取り組むとともに、レジ袋削
減について県民等への普及を図ります。 
○ 「神奈川県におけるレジ袋削減に向けた取組の実践に関す
る宣言★」賛同者との協働によるレジ袋削減の推進 

○ レジ袋削減に向けたキャンペーン等の実施 
○ 大学生等との協働による若年層向けの普及啓発 

② 市町村への情報 

提供・技術的支援 

市町村の一般廃棄物の処理状況や先進的な取組などを
収集し、市町村の施策検討に役立つ基礎的な情報を提供
するとともに、施策の実施に向けた技術的な支援を行います。 
○ 一般廃棄物処理状況等の把握、情報提供 
○ 施策の実施に向けた技術的な支援 
○ 経済的手法★に係る情報提供 

③ 県民等による環境 

行動の推進 

県民、企業、行政、団体の参加と協働による環境行動
の推進を図り、廃棄物の排出抑制、循環的利用の実践行
動を進めます。 
○ 持続可能な社会を目指す行動指針「私たちの環境行動宣言 
かながわエコ10トライ★」の普及啓発 
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  (2) 事業系一般廃棄物の３Ｒの推進 
事業系一般廃棄物について、市町村と連携しながら排出抑制や再使用、再生利用の

取組を促進します。また、県自らも再生利用等を推進します。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 市町村と連携した 

取組 

事業系一般廃棄物を多量に排出する事業者に対して、
市町村が実施する排出抑制等の指導を促進します。 
○ 多量に排出する事業者への排出抑制等の指導の促進 

② 生産段階、流通 

段階、販売段階への 

働きかけ 

国の施策事業との連携を図りながら、生産者に対し
て、設計段階から耐久性があり、再資源化をしやすい製
品づくりを働きかけます。 
また、販売事業者等に対して簡易包装の推進に向けた

協力、フードチェーン全体に対して食品ロスの削減及び
食品廃棄物の再生利用の促進を働きかけます。 
○ 廃棄物の自主管理事業を通じた生産者への働きかけ 
○ 販売事業者等への簡易包装等の推進の働きかけ 
○ フードチェーン全体への食品廃棄物の再生利用等の働きかけ 

③ 県庁における再生 

利用等の推進 

県自らも、一事業者として率先して環境負荷の低減に
努め、再生利用等を推進します。 
○ グリーン購入★の推進 
○ 流木等のチップ化★による再生利用の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品リサイクルループについて 

食品リサイクルループとは、食品工場や店舗から排出された惣菜や野菜くずなど

を飼料・肥料に再生し、それを使って育てられた農畜産物を再び工場や店舗で利用

するという、一つの環のようにつながったリサイクルの取組です。 

また、こうした取組を進めていくため、食品リサイクル法では再生利用事業計画

の認定制度が設けられており、主務大臣の認定を受けた場合には、同計画に基づく

収集運搬について、一般廃棄物に係る廃棄物処理法上の許可が不要となる特例があ

ります。 

なお、県内のリサイクル業者を含む同計画は、2016(平成 28)年６月末時点で６件

認定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コラム 

フードバンクについて 

まだ食べられる食品を企業や個人から寄贈してもらい、生活に困った人や福祉施

設などに無償で提供する「フードバンク」という活動があります。日本では2000 

(平成 12)年以降にはじまり、県内でも社会活動の一環としてＮＰＯ法人がフードバ

ンクに取り組んでおり、食品ロス削減にもつながっています。 

 

 コラム 

（出典：農林水産省資料） 
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 Ⅴ 事業計画 
大柱Ⅰ 資源循環の推進 

  (3) 広域的なごみ処理と各種リサイクル制度の推進 

市町村の相互の連携・協力により策定された「ごみ処理広域化実施計画」の推進を

図り、ごみの適正処理による環境負荷の低減及び各種リサイクル制度の推進による循

環型社会づくりに向けた取組を進めます。 

 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① ごみ処理広域化の推進 

 
ア ごみ処理広域化

実施計画の推進等 

各ブロックにおけるごみ処理広域化実施計画の円滑な推
進と、未策定ブロックにおける計画づくりに対し、助言や
情報提供を行います。また、施設整備にあたっては、ごみ
発電★等のエネルギー回収の促進や再資源化等に対する技
術的な支援を行い、廃棄物部門における地球温暖化対策を
図ります。 
○ 広域ブロック調整会議等での助言、情報提供 

○ 施設整備等における技術的支援 

 
イ 広域ブロックを

越えた課題の支援 

より広域的な課題について、県と複数ブロックで課題解
決に向けた検討の場を設置し、共同して研究、検討を行う
とともに、実施に向けた調整を行います。 
○ 市町村ブロックとの共同研究の実施等 

② 各種リサイクル制度の推進 

 
ア リサイクル制度

の普及啓発 

容器包装、家電、食品、建設、自動車、小型家電などの
各種リサイクル制度が円滑に実施されるよう、県民、事業
者等に対し、各制度の普及啓発に努めます。 
○ 県民、事業者等に対する各制度の普及啓発 

 
イ 分野別の取組の

推進 

各種リサイクル制度が円滑に実施されるよう、市町村や

関係機関と連携を図るとともに、対象事業者に対する指導

等を行います。 
○（容器包装リサイクル）分別収集促進計画に基づく取組の推
進 

○（家電リサイクル）引取義務外品の回収体制構築の促進 
○（食品リサイクル）登録再生利用事業者制度★及び再生利用
事業計画認定制度の普及啓発、農業者との連携(再生利用品
の農業・畜産利用など)に係る取組 

○（建設リサイクル）対象工事のパトロールの実施 
○（自動車リサイクル）登録・許可事務の施行、監視・指導等
の実施 

○（小型家電リサイクル）普及啓発・情報提供 
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大柱Ⅰ 資源循環の推進 
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14.1%

26.1%

27.0%

16.9%

14.3%

1.6%

県内の部門別ＣＯ２排出量(2013年度速報値)

神奈川県
ＣＯ２排出量

（2013年度速報値）

７，４４２万t-CO2

産業部門

(1,939万t-CO2)

運輸部門

(1,066万t-CO2)

業務部門

(2,011万t-CO2)

家庭部門

(1,259万t-CO2)

エネルギー転換部門

(1,050万t-CO2)

廃棄物部門(117万t-CO2)

 
  

廃棄物部門における地球温暖化対策に資する取組 

県内で排出されるＣＯ２排出量は、2013 

(平成 25)年度速報値で 7,442万トン-CO2

となっています。 

そのうち廃棄物部門からのＣＯ２排出量

は、117万トン-CO2で全体の 1.6％を占め

ており、主に廃棄物の焼却等により排出さ

れています。 

神奈川県地球温暖化対策計画で掲げた、

2030(平成 42)年度の県内の温室効果ガス

の総排出量を 2013(平成 25)年度比で 27％

削減する目標の達成に向け、廃棄物部門に

おいても排出抑制等が一層促進されるよ

う、引き続き３Ｒに取り組んでいく必要が

あります。 

 

 

市町村等の焼却施設においては、大規模な改

修により、施設の稼働に必要な電力消費の低

減、発電や余熱利用の増強など、温室効果ガス

の排出量削減に資する機能の向上に取り組んで

います。 

また、剪定枝★等の再資源化により、化石燃

料使用量の抑制が図られています。 

2015(平成 27)年 10月に稼働した二宮町ウッ

ドチップセンターでは、平塚市、大磯町及び二

宮町の家庭や公園などから排出される剪定枝を

破砕機で細かくチップ化し、発電燃料や堆肥原

料として再生利用されています。 

 コラム 

二宮町ウッドチップセンター 

 

（出典：神奈川県地球温暖化対策計画） 
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（117万トン-CO2)
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 Ⅴ 事業計画 
大柱Ⅰ 資源循環の推進 

 Ⅰ－２ 産業廃棄物の排出抑制、再使用、再生利用の推進 

(1) 産業廃棄物の３Ｒの推進 

事業者は、事業活動に伴い排出される廃棄物について、自らの責任で適正に処理し

なければならないことから、廃棄物処理法に基づく政令市（横浜市、川崎市、相模原

市及び横須賀市）と連携して、事業者による生産工程等での自主的な排出抑制や再使

用、再生利用などの取組を促進します。 

また、太陽光発電等の成長分野に対しても３Ｒの取組が定着するよう、情報提供な

どにより事業者の取組を支援します。 

 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 事業者の取組の支援 

 
ア 情報の提供 事業者の自主的な３Ｒの取組を支援するため、廃棄物・

リサイクル等に関する情報を積極的に提供します。 
○ 「かながわリサイクル情報」等を活用したリサイクル情報
等の情報提供 

 
イ 施設設置等の 

支援 

廃棄物等を資源として循環的に利用するため、県の融資
制度等による民間リサイクル施設★設置等への支援を行い
ます。 
○ 県融資制度による中小企業･小規模企業へのリサイクル施設
の設置等支援 

○ 事業協同組合等が行うリサイクル施設の設置支援 

ウ 循環型社会ビジ

ネスの振興 

循環資源★を原材料としたリサイクル製品の認定や、健
全で優良な取引を行っているリユースショップの認証によ
り循環型社会ビジネスの振興を図ります。 
○ かながわリサイクル製品の認定及び認定制度★への参画促進 
○ かながわリユースショップ認証制度の拡充 

エ 事業者に対する

表彰 

３Ｒを推進する事業者が社会的に評価される環境を充実
させるため、３Ｒの推進に功労のあった事業者に対して表
彰を行います。 
○ 環境整備功労者表彰の実施 

② 多量排出事業者等★

を対象とした廃棄物 

自主管理事業の充実

強化 

廃棄物処理法に基づく政令市（横浜市、川崎市、相模原
市及び横須賀市）と協調し、法に基づく産業廃棄物の多量
排出事業者★に加え、法定以外の事業者も対象として、事
業者による自主的な排出抑制等を促進します。 
○ 多量排出事業者等による排出抑制、再生利用、適正処理等
に関する計画の内容及び実施状況の収集・分析 

○ 多量排出事業者が作成する産業廃棄物処理計画の公表 
○ 廃棄物の排出抑制等に向けた取組項目の提示、取組内容の
分析及び取組事例の収集・事業者へのフィードバック 

○ 対象事業者や取組項目（評価項目）の見直し・実施 

③ 廃棄物交換システム

の推進  

事業所で排出する廃棄物について、他の事業所での再使
用や再生利用を図るため、廃棄物処理法に基づく政令市
（横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市）、商工会議所
や商工会と連携し、県内全域を対象とした廃棄物の交換シ
ステムを運用するとともに、その活用促進を図ります。 
○ 県内全域での廃棄物交換システムの運用・促進 

④ 熱回収施設設置者

の認定制度の適正な

運用 

廃棄物処理法に基づく熱回収施設設置者の認定制度の適
正な運用により、廃棄物エネルギーの利用を図ります。 
○ 熱回収施設設置者の認定制度の適正な運用 
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(2) 建設廃棄物の３Ｒの推進 

今後とも高い水準で排出されることが想定される建設廃棄物について、建物の長寿

命化等による排出抑制や、建設工事★に係る資材の再資源化等に関する法律（以下

「建設リサイクル法★」という。）等に基づく再資源化の取組を推進します。 

 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 建物の長寿命化への取組 

 
ア 建物の長寿命化

への取組 

県有施設について、「神奈川県県有施設長寿命化指針」
等に基づき、老朽化した施設の再生や用途転用など既存建
物の有効活用を図るとともに、適切な維持管理等により施
設の長寿命化を図り、建築工事に伴う建設廃棄物の排出抑
制に努めます。また、県の長寿命化の取組等について、市
町村や民間施設に対して普及啓発を行います。 
○ 県有施設の有効利用、適切な維持管理等 
○ 県の取組等の普及啓発 

 
イ かながわ住宅計画★

における関連施策

の推進 

県営住宅ストック総合活用計画★の推進や住宅リフォー
ムの促進など、県営住宅や民間住宅における良質なストッ
ク形成と有効活用への取組を進めます。 
○ 県営住宅ストック総合活用計画の推進 
○ 住宅リフォームに関する情報提供等 

② 建設リサイクルの推進 

 
ア 建設リサイクル

資材の利用の推進 

県の公共工事でリサイクル資材の利用を推進するととも
に、市町村や民間工事への普及に努めます。 
○ 県の公共工事での建設リサイクル資材の利用の促進 
○ 市町村や民間工事への普及 

 
イ コンクリート塊、

アスファルト・コンク

リート塊の再資源化

の推進 

県の公共工事から発生するコンクリート塊等の再資源化
を行うとともに、市町村や民間工事での取組促進に努めま
す。 
○ 県の公共工事から発生するコンクリート塊について、指定
工場制度★の運用による100％再資源化 

○ 市町村や民間工事への普及 

 
ウ 木材の再資源化

の推進 

県の公共工事から発生する建設発生木材、伐採木等の再
資源化を進めるとともに、市町村や民間工事での取組促進
に努めます。 
○ 県の公共工事から発生する建設発生木材等について、指定
事業者制度★の運用 

○ 市町村や民間工事への普及 

 
エ 建設汚泥の再生

利用等の推進 

建設汚泥の排出抑制及び再生利用の促進を図るため、県
の公共工事での取組を進め、市町村に再生利用等の方法を
情報提供するとともに、多量排出事業者等の取組促進に努
めます。 
○ 建設汚泥の減量化、再生利用の促進 

○ 市町村や民間工事への普及 

 
オ 再資源化施設等

への指導の徹底 

排出量の増加が見込まれている建設廃棄物について、再
資源化施設や営業所等への立入検査により、リサイクルを
促進します。 
○ 再資源化施設等への立入検査の実施 
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  (3) 上下水道汚泥等の３Ｒの推進 

上水道における浄水過程で発生する汚泥や下水道における下水処理の過程で発生す

る汚泥等について、減量化や再生利用の取組を推進します。 

 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 上水道汚泥の再生 

利用の推進 

上水道における浄水過程で発生する汚泥を脱水★した
後、再生利用を進めます。 
○ 脱水による減量化 
○ 脱水汚泥の再生利用 

② 下水道汚泥の再生 

利用の推進 

脱水、焼却による減量化を行い、焼却灰の再生利用を
進めます。 
○ 脱水、焼却による減量化 
○ 焼却灰の再生利用 

③ 家畜排せつ物の再生

利用等の推進 

家畜排せつ物の堆肥化などの再生利用や適正管理を図
るための施設等の整備に対する支援を進めます。 
○ 家畜排せつ物管理施設等の整備 
○ 家畜排せつ物の堆肥化利用と適正管理の推進 
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 Ⅰ－３ 人材の育成と広域連携の推進等 

(1) 環境教育・学習及び人材育成の推進 
循環型社会の実現に向け、「自ら考え、選択して行動する人」を育てるため、学校

や家庭、地域における環境教育・学習を通じて環境活動を支援します。 

 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 学校における環境

教育の推進 

小学校・中学校・高等学校の各段階で、環境教育への取
組を一層充実させ、児童・生徒の環境に配慮した自主的な
取組を促進します。 
また、ポスター等の作品の制作等を通じて地球環境保

全、環境美化等に対する意識の高揚を図ります｡ 
○ 小・中学校における環境教育の推進  
○ 高等学校における環境教育の推進 
○ 高校生等に対する建設リサイクルの普及啓発 
○ 教職員向けの環境教育に関する研修の実施    
○ 海岸美化教育の推進 
○ かながわ環境ポスター・標語コンクールの実施 

② 地域における環境

学習の推進 

環境に対する意識を高めるため、ＮＰＯや企業等と連携
した環境学習を推進します。 
○ ＮＰＯや企業と連携した環境教育の実施 
○ こどもエコクラブ★活動の支援 
○ 環境インターンシップ★の実施 
○ 関係団体やＮＰＯ等と連携した３Ｒ出前講座の実施 

③ 環境教育・学習を

支援する仕組みづ

くり 

様々な場における環境教育・学習を充実させるため、環
境活動に関する情報を提供するとともに、環境活動を地域
に広める指導者の育成を支援します。 
○ 環境に関する情報提供・相談  
○ 環境学習教材の活用の推進 
○ 環境学習リーダーの養成等 

④ 消費者教育や食育

における環境教育・

学習の推進 

消費者教育を通じて、消費、廃棄等の消費行動が環境に
与える影響を考慮し、主体的に行動ができる消費者の育成
を図ります。また、食育を通じて、食品ロス削減に対する
意識の醸成や食品循環資源を用いて生産された農産物の理
解促進を図ります。 
○ 消費者教育の推進 
○ 食育の推進 

⑤ 排出事業者・処理業者における人材育成の推進 

 
ア 優良な産業廃棄

物処理業者の認定

制度の適切な運用 

優良産業廃棄物処理業者認定制度★の適切な運用により、
優良な処理業者の育成を図ります。 
○ 認定制度に基づく認定及び情報提供の実施 
○ 認定制度の普及啓発 

 
イ 産業廃棄物処理

業者への講習会の

実施 

優良な産業廃棄物処理業者の育成を図るため、関係団体
と連携して講習会を行い、法令や処理技術の習得を支援し
ます。 
○ 関係団体と連携した講習会等の開催 

 
ウ 排出事業者に対

する講習会等での

啓発 

産業廃棄物の処理について、排出事業者が、自らの廃棄
物の排出抑制から最終処分までの責任を果たすよう、講習
会等の開催を通じて法令等について周知啓発を図ります。 
○ 関係機関と連携した講習会等の実施 
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(2) 県域を越えた広域的な取組の推進 

首都圏などの廃棄物問題に対して、他の都県市と連携・協力し、廃棄物の排出抑制

等などについて、広域的な取組を推進します。 

  

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 九都県市首脳会議★

による取組の推進 

九都県市首脳会議（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川
県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市）に
おいて、廃棄物の減量化・再資源化に係る調査・研究や広
域的な普及啓発などを進めます。 
○ 廃棄物の減量化・再資源化の調査・研究 
○ 廃棄物の減量化・再資源化の推進 
○ 情報交換、意見交換 

 

(3) 環境関連技術の研究、開発の推進 
再生利用技術や適正処理技術などの環境関連技術の研究、開発を推進します。 

 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 環境関連技術の 

研究、開発の推進 

廃棄物や未利用資源を有効活用する技術の開発など、地
域循環圏の考え方も踏まえた循環型社会の形成に関する研
究・開発に取り組み、民間への普及に努めます。 
○ 食品廃棄物、未利用資源を有効活用する技術の開発、普及
促進 

○ 循環型社会の形成に関する研究・普及促進  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域循環圏について 

地域の特性や循環資源の性質に応じて、最適な規模の循環を形成することが重要

であり、地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、地域での循環が困難な

ものについては循環の環を広域化させることにより、重層的な循環型の地域づくり

を進めていくという考え方です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：環境省資料） 

 

 コラム 
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大柱Ⅱ 適正処理の推進 

廃棄物の適正処理を推進するため、排出事業者及び処理業者への指導や県民、事業者及び

市町村等と連携・協力した不法投棄・不適正保管対策を推進します。 

Ⅱ－１ 廃棄物の適正処理の推進 

(1) 一般廃棄物の適正処理の推進 

一般廃棄物処理施設の整備、維持運営の支援などにより、一般廃棄物の適正処理を

推進します。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 一般廃棄物処理施

設の整備・維持運

営のための技術的

支援 

一般廃棄物処理施設の整備及び維持運営が円滑かつ適正
に実施されるよう、廃棄物処理法に基づき、必要な技術的
支援や指導を行います。 
○ 施設整備の技術的支援、指導 
○ 維持運営の技術的支援、指導 

② し尿・浄化槽汚泥★

の適正処理の促進 

下水道の普及や浄化槽★の整備の状況を踏まえ、し尿・
浄化槽汚泥の適正処理を促進します。 
○ し尿処理施設における適正処理の促進 

(2) 産業廃棄物の適正処理の推進 

排出事業者及び処理業者に対し、産業廃棄物の適正な保管や処理の指導を行うとと

もに、関係団体と協力して、優良な廃棄物処理業者を育成・支援します。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 
① 排出事業者への指導 

 
ア 排出事業者への

適正処理等の指導 

産業廃棄物の処理について、排出事業者が自らの廃棄物
の排出抑制から最終処分までの責任を果たすよう、処理基
準、委託基準、産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」
という。）制度★等の法令遵守の徹底や適正処理の指導を
行います。 
○ 立入検査等による排出事業者への適正処理等の指導 
○ 講習会等での指導、啓発 

 
イ 多量排出事業者

への適正処理の指

導 

廃棄物処理法に定める多量排出事業者が作成、提出する
産業廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理等に関する計
画に基づいて、適正処理の指導を行います。 
○ 多量排出事業者が作成する計画に基づく適正処理等の指導 

 
ウ 電子マニフェスト

の普及促進 

不法投棄等の不適正処理の防止や廃棄物の処理事務の効
率化を図るため、関係機関と連携を図り、電子マニフェス
ト★の普及促進を図ります。 
○ 排出事業者や廃棄物処理業者に対する説明会の開催 

② 産業廃棄物処理業

者への指導 

産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に対して、処理基
準、委託基準、マニフェスト制度、廃棄物処理施設に係る
定期検査制度等の法令遵守の徹底や適正処理の指導を行い
ます。 
○ 立入検査等による処理業者への適正処理の指導徹底 
○ 講習会等での指導、啓発 

（表は、次ページに続きます。） 
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（前ページからの続き） 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

③ 優良な産業廃棄物処理業者の育成 
 ア 優良な産業廃棄

物処理業者の認定

制度の適切な運用 

(Ⅰ-３(1)⑤アの

再掲) 

優良産業廃棄物処理業者認定制度の適切な運用により、
優良な処理業者の育成を図ります。 
○ 認定制度に基づく認定及び情報提供の実施 
○ 認定制度の普及啓発 

 イ 産業廃棄物処理

業者への講習会の

実施 

(Ⅰ-３(1)⑤イの

再掲) 

優良な産業廃棄物処理業者の育成を図るため、関係団体
と連携して講習会を行い、法令や処理技術の習得を支援し
ます。 
○ 関係団体と連携した講習会等の開催 

④ 県立県営「かながわ

環境整備センター」

の適正な運営 

安全性のモデルとして設置した県立県営の産業廃棄物最
終処分場「かながわ環境整備センター」の適正な運営に取
り組みます。 
○ 適正な運営と利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県立県営産業廃棄物最終処分場「かながわ環境整備センター」の概要 

かながわ環境整備センターは、ひっ迫している産業

廃棄物最終処分場の確保を推進するため、県立県営の

産業廃棄物最終処分場として設置したものです。 

県内の数少ない産業廃棄物最終処分場として、埋立

処分せざるを得ない石綿★含有廃棄物や廃石膏ボード

などの産業廃棄物の埋立を行い、その適正処理の推進

を図っています。 

 

【施設の概要】 

 

 

 

 2006(平成18)年６月

 横須賀市芦名３丁目1990番地ほか

 管理型最終処分場（地下水汚染防止のためのしゃ水構造や浸出水

 処理施設のある処分場）

 施設面積　約15ha (埋立地面積約５ha）

 廃棄物埋立容量約54万㎥  覆土容量　約21万㎥

 燃え殻★、汚泥、鉱さい、ばいじん、燃え殻・汚泥及びばいじん

 を処分するために処理したもの、ガラスくず・コンクリートくず・

 陶磁器くず、がれき類、石綿含有産業廃棄物、廃石膏ボード

 ※県内事業所から排出された産業廃棄物

 2006(平成18)年度から2028(平成40)年度

 都市計画道路（市道坂本芦名線）の建設、緑化復元等

 埋立期間

 開設年月日

 所在地

 施設の形式

 規模

 対象廃棄物

 跡地利用
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(3) 有害物質を含む廃棄物等の計画的な処理 
アスベスト★等の有害物質を含む廃棄物等の適正処理を促進するとともに、ダイオ

キシン類★対策等で休廃止し、解体されずに残っている焼却施設の計画的な解体・撤

去を推進します。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① アスベスト廃棄物

の適正処理の促進 

排出事業者や産業廃棄物処理業者に対して適正処理に関
する周知や指導を行い、アスベスト廃棄物の適正処理を促
進します。 
○ 立入検査等によるアスベスト廃棄物の排出事業者や産業廃
棄物処理業者への指導 

② 感染性廃棄物★等

の適正処理の促進 

医療機関などから発生し、人が感染するおそれのある廃
棄物の適正処理及び在宅医療廃棄物★の円滑な回収を促進
します。 
○ 法令等に基づいた排出事業者、処理業者への指導徹底 
○ 在宅医療廃棄物を適切に回収するための対応の検討 

③ 水銀その他有害物

質を含む廃棄物の

適正処理の促進 

関係団体と連携して、水銀★その他有害物質を含む廃棄
物の適正処理を促進します。 
○ 関係団体との連携による適正処理の周知啓発 

④ 休廃止した焼却施設の安全管理と解体・撤去の促進 

 
ア 休廃止した焼却

施設の安全管理の

徹底 

休廃止した未解体の焼却施設の管理に関し、指導、助言
を行うなど、設置者による安全な管理の確保に努めるとと
もに、休廃止した市町村や民間の焼却施設について計画的
な解体・撤去を促進します。 
○ 安全管理指導 
○ 解体・撤去に向けた指導、助言 

 
イ 県有の焼却施設

の解体・撤去の推進 

県立学校等の小型焼却炉等の計画的な解体・撤去を推進
します。 
○ 県立学校等の小型焼却炉等の計画的な解体・撤去 
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 Ⅱ－２ ＰＣＢ廃棄物の確実な処理 

(1) ＰＣＢ廃棄物の確実な処理 

ＰＣＢ廃棄物等について、県ＰＣＢ廃棄物処理計画に基づき、期限までに確実に処

理を完了します。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① ＰＣＢ廃棄物の 

適正保管の徹底 

ＰＣＢ特別措置法に基づき、ＰＣＢ廃棄物の保管事業者
に対し保管状況の届出、適正保管の徹底等を指導します。 
○ 事業者による届出や適正保管の徹底を指導 

② 期限までの処理 ＰＣＢ特別措置法に基づき、ＰＣＢ廃棄物の処理が期限
内に完了するよう、指導を徹底します。 
○ 保管事業者への指導の徹底 
 
 
 
 
 
 
 

③ ＰＣＢ廃棄物等の 

掘り起こし調査の 

実施 

ＰＣＢ特別措置法に基づく届出のされていないＰＣＢ廃
棄物等を把握します。 
○ ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査の実施 

④ 中小企業者等の 

負担軽減 

中小企業者等が保管するＰＣＢ廃棄物の処理に係る負担
を軽くするために設けられたＰＣＢ廃棄物処理基金の造成
に協力します。 
○ ＰＣＢ廃棄物処理基金★の造成への協力 

⑤ 県保有分の処理の

実施 

県が保有するＰＣＢ廃棄物について、期限内に処理を完
了します。 
○ 県が保有するＰＣＢ廃棄物の処理の実施 

 

 

 

 

 

 

 
  

ＰＣＢ廃棄物は期限までに処理しなければなりません 

高濃度ＰＣＢ廃棄物については、国が中心となって、立地地域の関係者の理解

と協力の下、ＪＥＳＣＯ（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）の全国５カ所の事

業所に処理施設を整備し、処理を実施しています。立地地域との約束があるた

め、ＰＣＢ特別措置法に基づく処理期限（上記(1)②参照）を遵守し、一日でも早

い処理の完了を目指して、確実に処理しなければなりません。 

県内における主な高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理見込量 

（2015(平成27)年３月31日現在） 

種別 変圧器 コンデンサー 安定器 

処理 
見込量 

21,272台 419,106台 411,127台 

 

 

 コラム 

（出典：環境省資料、県資源循環推進課資料） 

処理期限

高圧変圧器等、高圧コンデンサー等、ＰＣＢ油、
汚染物（一部の小型電気機器に限る。）

平成34年3月31日

安定器・汚染物等（東京ＰＣＢ廃棄物処理施設で
処分するものを除く。）

平成35年3月31日

低濃度 低濃度ＰＣＢ廃棄物（ＰＣＢ濃度が5,000mg/kg
以下のＰＣＢ廃棄物）

平成39年3月31日

ＰＣＢ廃棄物の種類

高濃度
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 Ⅱ－３ 不法投棄・不適正保管の未然防止対策の推進 

(1) 不法投棄を許さない地域環境づくり 

不法投棄を許さない地域環境づくりをめざして、不法投棄撲滅に向けた県民、事業

者、ＮＰＯ等と連携・協力した取組や監視活動を行います。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 県民、事業者、Ｎ

ＰＯ等と連携・協

力した取組 

不法投棄撲滅キャンペーンの実施等を通じて、不法投棄
撲滅に向けた県民意識の高揚を図るとともに、不法投棄を
監視する眼を増やすことで未然防止を図ります。 
○ 不法投棄防止キャンペーンの実施 
○ かながわ環境ポスター・標語コンクールの実施(Ⅰ-３(1)①
の再掲)  

○ 県民、ＮＰＯ、事業者等と連携・協力した監視体制（通報
のネットワーク）の運用 

② 不法投棄監視活動等の実施 

 
ア 不法投棄の監視

活動 

未然防止対策の中心となる監視活動について、県民、事
業者、市町村や警察等と連携・協力して実施するととも
に、民間警備会社による夜間・休日の監視パトロールや監
視カメラによる監視を行います。 
○ 県と市町村等が連携した監視パトロールの実施 
○ 民間警備会社による夜間休日の監視パトロールの実施 
○ 県管理地（河川、海岸、林道等）における監視パトロール
の実施 

○ 監視カメラの設置 

 
イ 不法投棄防止施

設等の整備 

不法投棄の行われやすい県管理地において車両の乗入れ
規制や不法投棄防止柵の設置等を進めます。 
○ 県管理地（河川、海岸、林道）における車両の乗入れ規制
や不法投棄防止看板等の設置 

③ 県内政令市、近隣の都県市、関係団体と連携した取組の推進 

 
ア 産廃スクラム32★

による取組の推進 

関東甲信越等の１都11県及び廃棄物処理法に基づく20政
令市で構成する産業廃棄物不適正処理広域連絡協議会（産
廃スクラム32）において、不適正処理防止のための協働し
た取組や情報交換を進めます。 
○ 一斉路上調査など不適正処理防止のための協働した取組 
○ 情報交換、意見交換 

 
イ 山梨・静岡・ 

神奈川３県合同に

よる不法投棄対策

の推進 

山梨県・静岡県・神奈川県富士箱根伊豆地域不法投棄防
止連絡会議★（以下「山静神」という。）において、山梨
県及び静岡県と連携して、富士箱根伊豆地域における不法
投棄防止のための協働した取組や情報交換を進めます。 
○ ３県合同パトロールの実施 
○ 不法投棄防止のための協働した啓発活動 
○ 情報交換、意見交換 

 
ウ 九都県市首脳会

議による広域的な

取組の推進 

九都県市首脳会議（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川
県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市）に
おいて、適正処理の推進に係る調査・研究や不適正処理防
止のための普及啓発などを進めます。 
○ 適正処理の調査・研究 
○ 適正処理の推進 
○ 情報交換、意見交換 

 
エ 関係団体と連携

した対策の推進 

建設廃棄物等の不適正保管や不法投棄を防止するため、
関係団体等と連携し、事業者に対して、法令遵守を求める
ための周知啓発を進めます。 
○ 関係団体との連携による周知啓発 
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(2) 産業廃棄物の不適正処理対策の推進 

今後とも、高い水準で排出されることが想定される建設廃棄物等について、適正な

処理を行うよう指導を徹底し、不適正処理事案に対して厳正に対応します。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 廃棄物処理法及び

条例に基づく保管届出

や調査等請求制度の

運用 

法等に基づく産業廃棄物の保管場所の届出はもとより、
パトロール等により産業廃棄物の保管を早期に把握し、必
要な指導・監視活動を行います。 
また、産業廃棄物の不適正処理に関する県民からの調査

等の請求制度を通じ、不適正処理の防止に取り組みます。 
○ 県民、ＮＰＯ、事業者等と連携・協力した監視体制（通報
のネットワーク）の運用（Ⅱ-３(1)①の再掲） 

② 不適正処理事案に

対する厳正な対応 

不適正処理事案の解決に向け、警察等と連携した不適正
処理事業者等に対する指導を徹底し、厳正に対応します。 
○ 警察等と連携した不適正処理事業者等への指導 

 

(3) 不法投棄の原状回復に向けた取組 
不法投棄の常習化、大規模化を防ぐため、不法投棄の原状回復を行うなど、地域の

実情に応じた効果的な取組を進めます。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 原状回復の効果的

な取組の推進 

関係団体等と連携・協力して不法投棄物を回収・リサイ
クルする取組を進めるとともに、不法投棄発見時における
市町村や警察との連携・協力した取組を進めます。 
○ 不法投棄発見時における市町村や警察と連携した取組の推進 

② 県管理地等の不法

投棄物の撤去 

不法投棄者を特定し、原因者による不法投棄物の撤去を
進めるとともに、不法投棄者等が不明な場合には、河川、
道路等の各管理者は当該区域の市町村と連携・協力して原
状回復を図るほか、特に環境上に支障がある場合などは、
県においても撤去を進めます。 
○ 県管理地（河川、道路、林道等）における不法投棄物の撤
去の実施 

○ ダム湖における流芥・浮遊ごみの除去の実施 
○ 民有地等における不法投棄物の緊急撤去の実施 
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 Ⅱ－４ 海岸美化等の推進 

(1) 海岸美化や海岸漂着物対策の推進 
相模湾が国際的に注目されることも見据え、本県の美しい海の環境を守るため、神

奈川県海岸漂着物対策地域計画に基づき、県、沿岸 13市町及び公益財団法人かなが

わ海岸美化財団（以下「美化財団」という。）が連携・協力し、海岸清掃事業や美化

啓発活動を推進します。 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 美化財団に対する

支援 

県と相模湾沿岸の13市町の合意のもとに設立した美化財
団が行う計画的な清掃や啓発等の取組を支援します。 
○ 美化財団が行う海岸清掃や啓発等の取組の支援 

② 沿岸13市町等と連

携協力した海岸清

掃等の推進 

県、沿岸13市町及び美化財団が連携協力し、海岸清掃事
業や美化啓発活動に取り組みます。また、漂着ごみ等の回
収・処理に取り組みます。 
○ 海岸清掃の実施 
○ 美化啓発活動の実施 

③ 海岸におけるごみ

の持ち帰りの周知

啓発の推進 

海岸のごみを減らすため、海岸利用者に対するバーベキ
ューごみ等の持ち帰りの呼びかけや広告等による啓発を行
います。 
○ 海岸利用者に対するごみの持ち帰りの呼びかけ 

 

  

バーベキューごみ等の持ち帰りについて 

近年、屋外で家族や友達と一緒に楽しめる手軽なレジ

ャーとして、海岸や河川などでバーベキューを楽しむ人

が増えています。 

一方で、楽しんだ後のごみを海岸に放置したり、捨て

てはいけない場所に捨てたりするなど、バーベキュー利

用者が放置するごみが問題となっています。 

そこで、本県では、海岸美化を推進するため、バーベ

キューが盛んになるゴールデンウィークや夏休みに、海

岸等で「ごみの持ち帰り」等のマナーアップを呼びかけ

る啓発事業を行っています。 

また、河川利用者には、ダム放流警報施設を利用した啓発表示・放送を実施し、

「ごみの持ち帰り」の呼びかけを行っています。 

公益財団法人かながわ海岸美化財団 

公益財団法人かながわ海岸美化財団は、横須賀市走水海岸から湯河原町湯河原海

岸までの約 150キロメートルの自然海岸の美化を目的として、1991(平成３)年４月

１日に設立されました。 

神奈川県の自然海岸約 150キロメートルの一体的な清掃のほか、ごみの持ち帰り

運動やビーチクリーンアップの開催等による美化啓発、海岸清掃ボランティアへの

支援などを行う日本で唯一の海岸美化を目的として設立された公益財団法人です。 

（出典：公益財団法人かながわ海岸美化財団ホームページ） 

 

 コラム 

 コラム 
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(2) 美化キャンペーン等普及啓発の実施 

住む人、訪れる人が快適に過ごせる美しい県土を守るため、多様な主体と連携した

河川や丹沢大山等における美化キャンペーン及び広報活動の取組を推進します。 

 

項目 事業（○は具体的な事業を示します） 

① 美化キャンペーンの

推進 

県民、事業者、市町村等と連携・協力し、河川及び自然
公園における美化キャンペーン等への支援や広報活動に取
り組みます。 
○ 桂川・相模川流域協議会・酒匂川水系保全協議会が行う美
化キャンペーン等への支援 

○ 自然公園におけるクリーンキャンペーン、ごみの持ち帰り
運動の実施 

○ 河川における不法投棄一掃キャンペーンの実施 

② かながわ環境ポスタ

ー・標語コンクール

の実施 

ポスター等の作品の制作等を通じて環境美化等に対する
意識の高揚を図ります｡ 
○ かながわ環境ポスター・標語コンクールの実施(Ⅰ-３(1)①
の再掲)  

③ 美化運動推進功労

者表彰の実施 

地域における清掃活動などの美化運動の取組を促進する
ため、美化運動の指導啓発等に努めた方に対して表彰を行
います。 
○ 美化運動推進功労者表彰の実施 

④ 県内における美化

活動に関する情報

提供の充実 

ボランティア清掃など、県民による美化活動の参加を促
進するため、美化活動に関する情報提供の充実を図ります。 
○ 県内における美化活動に関する情報提供の充実 
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大柱Ⅲ 災害廃棄物対策 

大規模災害が発生した場合、大量の廃棄物の発生が想定されることから、神奈川県災害

廃棄物処理計画に基づき、平時から必要な処理体制の構築を進めるとともに、発災時には、

災害廃棄物の適正処理と循環的利用を確保した上で、市町村や関係機関と連携し、円滑・

迅速な処理を行います。 

 

項目 事業 
① 災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理の推進 

 
ア 平時の備え ・ 協力体制の構築 

市町村における相互援助体制や民間事業者団体等との
連携体制の検討・見直しを行います。また、県域を越え
た広域的な処理体制の構築を推進します。 

・ 市町村に対する技術的支援 
市町村の災害廃棄物処理計画策定への支援や、産業廃
棄物処理施設に係る情報提供等を行います。 

・ 職員の教育訓練 
有識者を招いた講習会や情報伝達訓練等を実施しま
す。 

・ 一般廃棄物処理施設の耐震化等への支援 
一般廃棄物処理施設の整備に関する国の循環型社会形
成推進交付金等の情報提供、助言その他支援を行いま
す。 

・ 平時の備えの点検 
市町村の災害廃棄物処理計画の策定状況や仮置場候補
地の選定状況等を把握するとともに、県が実施した研修
会や訓練の効果を検証するなど、県及び市町村等の取組
状況について点検を行います。 

 
イ 発災時の対応 ・ 初動対応（発災後数日間） 

災害廃棄物対策に関する体制を整備します。 
被害情報を収集し、県全体での災害廃棄物処理の進捗
管理等を行います。 
し尿及び生活ごみの処理状況を把握し、必要に応じて
支援可能な市町村や民間団体等に支援を要請します。 

・ 応急対応（発災後３か月程度） 
災害廃棄物の発生量等を推計して、仮置場の状況を把
握し、災害廃棄物処理実行計画を策定します。 
県内の既存処理施設で災害廃棄物の処理を進めるとと
もに、県内施設での処理が困難な場合には、他都道府県
に支援を要請します。 
必要に応じて、仮設処理施設を設置します。 

・ 復旧復興（発災後３年程度） 
災害廃棄物処理の進捗状況に応じて、仮置場の原状復
旧や仮設処理施設の解体・撤去等を行います。 
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 Ⅴ 事業計画 
大柱Ⅲ 災害廃棄物対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東日本大震災における災害廃棄物の処理 

2011(平成 23)年３月 11日に発生した東日本大震災では、大規模地震に加え津波

の発生により、さまざまな災害廃棄物が混ざり合い、その性状も量もこれまでの

災害をはるかに超え、被害も広範囲に及びました。 

被災県内での懸命な処理に加え、広域処理による多くの自治体や民間事業者の

協力により着実な処理が行われました。 

東日本大震災における災害廃棄物等については積極的な再生利用が実施されて

おり、災害廃棄物は約８割、津波堆積物はほぼ全量が再生利用されています。 

【災害廃棄物の例】 

 

 

 

 

 

 

（出典：環境省ホームページ） 

 

 コラム 
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Ⅵ 計画の推進 

Ⅵ 計画の推進  

１ 県民、事業者、市町村、県の役割分担と協働 

日常生活や事業活動に起因する廃棄物の課題について、廃棄物処理法及び国の基本方

針に基づく適切な役割分担と連携のもと、各主体がそれぞれの役割を果たすとともに、

相互に協力しながら取組を進めていきます。 

(1) 県民の役割 

県民は、廃棄物問題を自らの問題として理解して、廃棄物の排出抑制、再使用、再

生利用に努め、生活様式を大量消費・大量廃棄型から持続可能な循環型へ見直し、環

境に配慮した製品及び環境の視点を持った店舗を選ぶとともに、食品ロスの削減や市

町村等による分別収集など３Ｒの推進に向けた施策に協力します。 

(2) 事業者の役割 

ア 排出事業者の役割 

排出事業者は、生産工程や流通過程において、可能な限り廃棄物の発生を抑制す

るとともに、再使用、再生利用を行い、廃棄物として排出するものについては、適

正な処理を行います。また、自ら生産する製品について、設計の工夫などにより、

消費や廃棄の段階での廃棄物の削減に努め、廃棄物となったものについて、極力こ

れらを自主的に引き取り、循環的な利用を推進するよう努めます。 

イ 廃棄物処理業者の役割 

廃棄物処理業者は、循環型社会を支えるとともに、環境負荷の低減のため、廃棄

物の適正な処理を行います。 

(3) 市町村の役割 

市町村は、その区域内の一般廃棄物について、排出抑制、再使用、再生利用の推進

と、安全安心な廃棄物処理を進めるとともに、循環型社会づくりに向けた地域におけ

る住民、事業者の取組を促進する役割を担います。 

(4) 県の役割 

県は廃棄物について、広域的な観点から、排出抑制、再使用、再生利用及び適正処

理の推進と、県民、事業者、市町村の取組のコーディネーターとして、循環型社会づ

くりを進めるとともに、災害廃棄物処理施策を推進します。 

なお、廃棄物処理法に基づく政令市（横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市）に

ついては、産業廃棄物に関する規制指導について、県と同様の役割を担っています。 

２ 計画の進行管理 

本計画に記載した施策、事業を着実に推進するため、毎年度、計画目標の値に対する

排出量等の実績、各種事業の実施状況について把握し、その結果を県ホームページに掲

載します。 
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資料編 

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

１ 2012(平成 24)年度以降の主な取組 

(1) 一般廃棄物の排出抑制、再利用、再生利用の推進 

【主な取組】 

■ 県民等への普及啓発 

生活系ごみの排出抑制に向け、県民一人ひとりの

「ものを大切にする」行動が促進されるよう、事業

者や各種団体、市町村等の協働と参画のもと、レジ

袋の削減に向けたキャンペーン等の実施による普及

啓発を行ってきました。また、販売事業者等に対し

て簡易包装の働きかけや食品廃棄物のリサイクルの

情報提供を行いました。 

循環資源を原材料としたリサイクル製品を新たに

認定し、イベント等において製品の展示を行いまし

た。2015(平成 27)年度末現在、認定製品は、33製

品となっています。 

また、健全で優良なリユースショップの取組を支

援するため、2014(平成 26)年度にリユースショッ

プ認証制度を創設しました。2015(平成 27)年度末

現在、認証店舗数は45店舗となっています。 

 

■ ごみ処理広域化等の推進 

市町村の相互の連携・協力により策定された「ご

み処理広域化実施計画」の推進を図るなかで、市町

村に対して循環型社会形成推進地域計画の策定、交

付金事務手続等の助言・指導及び地球温暖化対策に

資する施設整備等における技術的支援を行いました。 

広域ブロックを越えた課題として、焼却灰等の再

生利用の検討、2013(平成 25)年度に施行された小

型家電リサイクル法を受けて、市町村との共同研究

による小型電子機器等の「回収量増加方策」の取り

まとめを行いました。 

また、「福祉との連携による小型家電リサイクル

に係るガイドライン」を作成しました。 

  

←かながわリサイクル 

 製品の認定マーク 

かながわリユース 

ショップ認証店舗 

のステッカー  → 

レジ袋削減に向けたキャンペーン 

福祉施設における小型家電リサイクル 

に係る分別分解の様子 
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 資料編  

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

【関連データ】 

○ ごみ処理広域化 

 市町村では、排出から最終処分までの各段階においてより一層の減量化・再資源

化を推進するため、ごみ処理広域化実施計画に基づいた具体的な施設整備を行って

います。 

  各ブロックの取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施計画策定済みの市町村 実施計画未策定の市町村

ブロック割（当初） 現行の検討状況

横須賀三浦ブロック

横須賀・三浦

鎌倉・逗子・葉山

湘南東ブロック

湘南西ブロック

秦野・伊勢原

平塚・大磯・二宮

小田原・足柄下

南足柄・足柄上

県西ブロック

大和高座ブロック

厚木愛甲ブロック

相模原ブロック
川崎ブロック

横浜ブロック

構成市町村
ごみ処理広域化実施計画の策定状況

（当初計画策定年月）

横須賀・三浦 横須賀市、三浦市
横須賀三浦ブロック
ごみ処理広域化実施計画（平成21年５月）

鎌倉・逗子・葉山 鎌倉市、逗子市、葉山町 協議中

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
湘南東ブロック
ごみ処理広域化実施計画（平成20年３月）

平塚・大磯・二宮 平塚市、大磯町、二宮町
平塚・大磯・二宮ブロック
ごみ処理広域化実施計画（平成24年３月）

秦野・伊勢原 秦野市、伊勢原市
秦野・伊勢原ブロック
ごみ処理広域化実施計画（平成19年３月）

大和市、海老名市、座間市、
綾瀬市

大和高座ブロック
ごみ処理広域化実施計画（平成20年３月）

厚木市、愛川町、清川村
厚木愛甲ブロック
ごみ処理広域化実施計画（平成20年３月）

南足柄・足柄上
南足柄市、中井町、大井町、
松田町、山北町、開成町

協議中

小田原市・足柄下
小田原市、箱根町、
真鶴町、湯河原町

協議中

横浜市

川崎市

相模原市

ブロック名

横須賀
三浦

　湘南東

湘南西

　大和高座

　厚木愛甲

県西

横　浜　市
単独市で構成されるブロックのため、廃棄物処理
法の規定による一般廃棄物処理計画をもって、ブ
ロックの広域化実施計画とする。

川　崎　市

相模原市
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資料編 

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

○ 食品廃棄物 

 全国における 2013(平成 25)年度の食品廃棄物等の年間発生量は、食品産業全体

からは1,927万トンで、一般家庭からは870万トンとなっています。 

 そのうち、可食部分と考えられる量（いわゆる「食品ロス」）は、632万トンと

なっており、そのうち約半数は、一般家庭から排出されています。 

    食品廃棄物等の利用状況等（平成25年度推計）（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品廃棄物等の再生利用等実施率（平成25年度実績） 

 

 

 

 

 

         

  

業種 年間発生量（万トン） 再生利用等実施率

食品製造業 1,594 95%

食品卸売業 21 58%

食品小売業 124 45%

外食産業 188 25%

食品産業計 1,927 85%

（出典：農林水産省資料） 

（出典：農林水産省資料） 
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 資料編  

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

(2) 産業廃棄物の排出抑制、再利用、再生利用の推進 

【主な取組】 

■ 産業廃棄物の３Ｒの推進 

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書の公

表、廃棄物処理法に基づく政令市（横浜市、川崎市、

相模原市及び横須賀市）と協調した事業者による自

主的な廃棄物の排出抑制や再生利用を促進するため

の廃棄物自主管理事業及び他事業所での循環的利用

を図る廃棄物交換システムの運用に取り組みました。 

また、環境マネジメントシステム★の普及促進に

向け、中小企業を対象とした研修会や情報提供を行

いました。 

循環型社会ビジネス振興として、産業廃棄物処理

施設を整備する中小企業者に対する融資の際の施設

認定及び利子補給により民間リサイクル施設の整備

支援を行いました。また、表彰制度を活用した支援

として、３Ｒ活動の推進に功労された事業者を表彰

しました。 

 

■ 建設廃棄物の３Ｒの推進 

県立高校の耐震化工事、県庁舎の修繕工事等によ

り建物の長寿命化を図り、建設廃棄物の排出抑制に

努めました。 

再生生コンクリートなどの建設リサイクル資材を

県が認定することにより、公共工事での建設リサイ

クル資材の利用を促進したほか、県公共工事で発生

するコンクリート塊等の再資源化、建設汚泥の減量

化及び再生利用等の促進を図りました。 

 

■ 上下水道汚泥等の３Ｒの推進 

上水道における浄水過程で発生する汚泥を脱水した後、再生利用を行いました。 

下水道汚泥についても、脱水、焼却による減量化を行い、焼却灰の再生利用を

行いました。 

家畜排せつ物の適正な管理と堆肥としての有効活用を促進するため、家畜排せ

つ物処理に必要な機械等の整備を支援しました。 

  

県庁舎の長寿命化事例（新庁舎） 

自主管理事業説明会 

(優良事例発表の様子) 
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１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

【関連データ】 

○ 産業廃棄物業種別・種類別の排出量（平成26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 産業廃棄物最終処分場の残余容量★及び施設数 

 県内における産業廃棄物最終処分場の残余容量及び施設数は、2014(平成 26)年

度末で約 76万ｍ3、13施設となっています。なお、このうち稼働しているのは３施

設で、民間の産業廃棄物処分業者が運営する処分場が２施設、公営の処分場が１施

設あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 廃棄物自主管理事業の参加事業者数 

 事業者における廃棄物の排出抑制や再生利用に向けた自主的な取組を促進する廃

棄物自主管理事業については、参加事業者数は近年横ばい傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

合計 農業 林業 漁業 鉱業 建設業 製造業
電気・ガ

ス・水道業

情報通
信業

運輸業
卸・小
売業

医療・
福祉

サービ
ス業

合計 16,917 364 1,413 4,272 3,702 6,723 5 4 434

燃え殻 31 0 31

汚泥 10,201 1,413 620 1,491 6,411 0 267

廃油 134 128 1 0 4

廃酸 301 296 0 0 4

廃アルカリ 159 154 1 0 5

廃プラスチック類 174 149 0 0 0 24

紙くず 5 5

木くず 303 267 28 0 5 4

繊維くず
動植物性残さ 99 99

動物系固形不要物
ゴムくず 0 0

金属くず 96 83 11 0 2

ガラス陶磁器くず 839 837 1 1

鉱さい 65 65

がれき類 3,269 3,066 76 28 99

ばいじん 513 284 228

動物のふん尿 363 363

動物の死体 1 1

その他の産業廃棄物 364 319 7 11 3 24

92 
141 

104 95 90 87 83 76 

44 

35 

27 26 26 25 25

13 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0 

100 

200 

300 

15 18 21 22 23 24 25 26

（箇所）(万ｍ3) 最終処分場の残余容量及び施設数

残余容量

施設数

注）表中の空欄は推計上の該当値がないことを、「0」は500トン未満であることを示している。 

（出典：廃棄物自主管理事業の手引き（平成28年３月）） 

（出典：神奈川県産業廃棄物関係資料集） 

注）施設数は、平成26年度から廃棄物処理法政令第７条に関する施設数のみを計上している。 

（出典：神奈川県産業廃棄物実態調査） 

(千トン） 

年度（平成） 

年度（平成） 

（事業者数） 

182 195 213 234

495 480
594

496

382 384 383 375

357 338

342

322
49 67 75 82

89 80

91

82

57 57 73
70

82
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81

670 703 
744 761 

1,023 
983 

1,107 

981 

0
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廃棄物自主管理事業参加事業者数の推移（業種別）

その他

サービス業

製造業

建設業
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 資料編  

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

(3) 人材の育成と広域連携の推進 

【主な取組】 
■ 環境教育・人材育成の推進 

学校における環境教育として、小・中・高等学校

における環境教育や環境ポスター・標語コンクール

を実施しました。 

地域における環境学習については、ＮＰＯや企業

等と連携した出前講座の実施、大学生等を対象に環

境インターンシップとして企業等での就業体験機会

の提供などを行いました。 

事業者向けの人材育成については、優良産業廃棄

物処理業者評価制度の適切な運用や公益社団法人神

奈川県産業廃棄物協会と連携して産業廃棄物処理業

者等向け講習会を実施しました。 

 

■ 広域的な取組の推進 

九都県市首脳会議の事業である容器包装の減量化

に関する企業の取組を紹介する「容器包装ダイエッ

ト宣言」や食品ロス削減に向けた「食べきりげんま

んプロジェクト」などを通じ、廃棄物の排出抑制や

再資源化に関する普及啓発を行いました。 

環境関連技術の研究については、食品廃棄物を有

効利用する研究に取り組み、食品残さ飼料化技術の

開発などを行いました。 

 

 

 

  

ＮＰＯや企業等と連携した出前講座 

九都県市首脳会議による 

普及啓発 
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資料編 

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

(4) 適正処理の推進 

【主な取組】 
■ 適正処理の推進 

一般廃棄物については、市町村に対して「一般廃棄物処理事業の概要」による

情報提供や、一般廃棄物処理施設の整備及び維持運営に係る技術的支援等を行い

ました。 

産業廃棄物については、立入検査等による事業者指導や講習会の開催等を通じ、

排出事業者・処理業者における適正処理の推進を図りました。 

 

■ 産業廃棄物処理施設の整備と運営 

県の利子補給・制度融資による民間の産業廃棄物

処理施設の整備への支援や県立県営の産業廃棄物処

分場「かながわ環境整備センター」の安全・安心な

運営と利用促進に取り組みました。 

 

 

 

■ 有害物質等を含む廃棄物等の計画的な処理 

排出事業者・処理業者に対する立入検査等によりアスベスト廃棄物の適正処理

の推進を図りました。 

感染性廃棄物等については、医療機関への立入検査による指導や適切な排出方

法に関する情報提供を実施し、適正処理の推進を図りました。 

 

■ 休廃止した焼却施設の安全な管理と解体・撤去の促進 

ダイオキシン類対策等で休廃止し、解体されずに残っている焼却施設の管理に

関し、指導や助言を行い設置者による安全な管理の確保に努めるとともに、県立

学校等の小型焼却炉の解体・撤去を行いました。 

 

 

  

「かながわ環境整備センター」 

での施設見学の様子 
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 資料編  

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

【関連データ】 

○ 一般廃棄物（し尿）の現状 

 し尿及び浄化槽汚泥の収集量は2003(平成15)年度から減少傾向にあります。 

し尿および浄化槽汚泥収集量 

 

 

 

○ 産業廃棄物処理業の許可件数 

2014(平成 26)年度末の県内の産業廃棄物処理業の許可件数は 11,970件であり、

そのうち収集運搬業のみの許可件数は11,586件（97％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：神奈川県産業廃棄物関係資料集） 

（出典：神奈川県一般廃棄物処理事業の概要） 

収集運搬 収集運搬 中間処理 収集運搬

と と と 中間処理

中間処理 最終処分 最終処分 最終処分

13,690 - 13,316 128 2 1 241 - - 2 2 1 -
12,985 - 12,605 150 2 1 225 - - 2 2 1 -

11,970 - 11,586 157 2 1 222 - - 2 2 1 -

9,677 100.0% 9,543 18 - - 116 - - - - - -
本　庁 6,888 71.2% 6,888 - - - - - - - - - -
横須賀三浦 396 4.1% 393 1 - - 2 - - - - - -
県　央 1,078 11.1% 1,017 7 - - 54 - - - - - -

　湘　南 887 9.2% 841 6 - - 40 - - - - - -
県　西 428 4.4% 404 4 - - 20 - - - - - -

896 - 770 62 2 1 61 - - 1 1 - -

640 - 571 46 - - 22 - - 1 1 - -

608 - 570 22 - - 16 - - - - - -

149 - 132 9 - - 7 - - 1 -

収集運搬

と

中間処理

1,563 - 1,526 16 1 20 - - -

1,230 - 1,195 17 1 17 - - -

1,130 - 1,094 18 1 17 -

903 100.0% 896 1 - 6 - - -
本　庁 729 80.7% 729 - - - - - -
横須賀三浦 25 2.8% 25 - - - - - -
県　央 66 7.3% 63 - - 3 - - -
　湘　南 57 6.3% 55 - - 2 - - -
県　西 26 2.9% 24 1 - 1 - - -

91 - 76 9 1 5 - - -

53 - 45 5 - 3 - - -

50 - 46 2 - 2 - - -

33 - 31 1 - 1 - - -

(注2)平成22年法改正により平成23年4月1日に収集運搬業(積替･保管なし）の許可が合理化されたため、 
　　 政令市処理業者数の中には政令市の許可を自動的に失効した業者数が含まれている場合がある。

川 崎 市

相模原市

横須賀市

(注1)海洋投入は、最終処分業の内数

26

神奈川県

横 浜 市

24

25

中間処理

最終処分 最終処分 最終処分

(各年度末現在）

　　営業の種類

  年度

処　理
業者数

比率(％)
収 集
運 搬

中 間
処 理

最終処分

収集運搬 中間処理 収集運搬

と と

横須賀市

特別管理産業廃棄物処理業の許可状況（県内全域）

横 浜 市

川 崎 市

相模原市

神奈川県

24

25

26

海洋

投入

(各年度末現在）

産業廃棄物処理業の許可状況（県内全域）

　　営業の種類

  年度

処　理
業者数

比率(％)
収 集
運 搬

中 間
処 理

最 終
処 分

海洋

投入

海洋

投入

海洋

投入

（万ｷﾛﾘｯﾄﾙ）

指数 指数 指数 指数 指数 指数

し尿 10 100 8 80 6 60 5 50 5 50 5 50

浄化槽汚泥 41 100 36 88 33 80 30 73 30 73 30 73

合計 51 100 44 86 39 76 36 71 35 69 34 67

平成24年度 平成25年度 平成26年度
収集量

平成15年度 平成18年度 平成21年度
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資料編 

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

(5) ＰＣＢ廃棄物の処理の推進 

【主な取組】 
■ ＰＣＢ廃棄物の適正保管の徹底 

ＰＣＢ特別措置法に基づくＰＣＢ廃棄物の保管事業者に対する保管状況の届出、

適正保管の徹底等の指導に取り組みました。 

 

■ 円滑な処理の推進 

未届事業者を把握するための掘り起こし調査の実

施や使用事業者への期限内処理の周知など、廃棄物

処理法に基づく政令市（横浜市、川崎市、相模原市

及び横須賀市）と連携して計画的な処理の推進を図

りました。 

 

 

 

 

 
 
 

■ 中小企業者等の負担軽減 

中小企業者等が保管するＰＣＢ廃棄物の処理に係る負担を軽くするために設け

られたＰＣＢ廃棄物処理基金の造成に協力しました。 

（2001(平成 13)年度から 2015(平成 27)年度までの拠出金累計 1,735,152千円） 

■ 県保有のＰＣＢ廃棄物の計画的な処理 

2017(平成 29)年度からの処理開始に向け、説明会の開催、庁内掘り起こし調査

を実施するなど、本格的な処理に向けた準備作業を行いました。 

 

  

ＰＣＢ廃棄物期限内処理の 

啓発チラシ 
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 資料編  

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

(6) 不法投棄・不適正保管の未然防止対策の推進 

【主な取組】 
■ 不法投棄を許さない地域環境づくり 

毎年 11月を「不法投棄撲滅強化月間」とし、県

民、事業者、市町村と連携して、不法投棄撲滅キャ

ンペーンを展開しました。 

不法投棄の監視活動については、県・市町村の合

同パトロールや警察ＯＢによるパトロール、民間警

備会社による夜間休日の監視パトロール、監視カメ

ラによる監視を行うとともに、県管理の河川、道路、

林道等におけるパトロールを行いました。 

また、県管理の海岸や河川において、警告看板や

不法投棄防止柵を設置しました。 

 

■ 産業廃棄物の不適正処理対策の推進 

運輸関係団体（タクシー、郵便、トラック等）と

の連携・協力による監視活動や、近隣都県市等との

広域的な連携（産廃スクラム 32、九都県市、山静

神）による一斉路上調査やキャンペーンにより、産

業廃棄物の不適正処理防止を推進しました。 

 

 

 

■ 不法投棄の原状回復に向けた取組 

不法投棄の常習化・大規模化を防止するため、県

管理の河川、道路、林道等における不法投棄物の撤

去や民有地等における生活環境保全上の支障がある

不法投棄物の緊急撤去を行いました。 

 
 
 
 

  

産廃スクラム32による一斉路上調査 

不法投棄緊急撤去事業 

撤去前 

撤去後 

不法投棄監視パトロール 
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資料編 

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

(7) 海岸美化等の推進 

【主な取組】 
■ 海岸美化や海岸漂着物対策の推進 

ビーチクリーンアップかながわ等によるかながわ

クリーン運動の周知支援や、美化財団が実施する海

岸清掃事業に対して沿岸 13市町とともに経費の負

担、暴風雨等により緊急に清掃が必要となった際の

経費を負担することにより、海岸における良好な景

観や海岸の保全を図りました。 

また、電車の車内広告を使って、海岸ごみの状況

やごみの持ち帰りを広くアピールする啓発を行いま

した。 

 

■ 美化キャンペーン等普及啓発の実施 

河川においては、「県央・相模川サミット」構成

６市町村と共同で、相模川流域における不法投棄一

掃キャンペーンの実施や桂川・相模川流域協議会等

が行うキャンペーンを支援しました。 

自然公園においては、丹沢大山国定公園及びその

周辺の７市町村を会場に「クリーンキャンペーン」

を実施しました。 

 

 

  

電車の車内広告 

大山登山口での 

クリーンキャンペーン 
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 資料編  

１ 2012(平成24)年度以降の主な取組 

(8) 災害廃棄物対策 

【主な取組】 
■ 県内の災害廃棄物処理体制の検討 

県及び市町村の職員等を対象に、災害廃棄物処理業務経験者を招いた研修会を

実施するとともに、県及び市町村の職員を構成員とした「ごみ処理広域化推進会

議専門部会」を開催し、県内の処理体制の検討を行いました。 

 

■ 県域を越えた災害廃棄物処理体制の検討 

「大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会」（2014(平成26)年11月設置）

に参画し、国・都県・民間団体等による連携のもと、大規模災害発生時に備えた

災害廃棄物対策行動計画を策定しました。 
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資料編 

２ 廃棄物の将来推計（計画実施後） 

２ 廃棄物の将来推計（計画実施後） 

 2012(平成 24)年３月の計画改定時に、2009(平成 21)年度を基準年とし、本計画に記載し

た施策・事業を実施し想定した効果をあげた場合、廃棄物の排出量等は次のとおりになるも

のと推計しています。 

 なお、一般廃棄物については、生活系ごみ１人１日当たりの排出量の目標値を再設定する

にあたって（Ⅳ 計画目標 目標１参照）、2014(平成 26)年度までの実績等を踏まえ将来

推計値を再推計しています。 

 (1) 一般廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 産業廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（万トン）

構成比 指数 構成比 指数 構成比 指数 構成比 指数

313 100% 100 297 100% 95
295

(301)
100%

94
(96)

278
(292)

100%
89

(94)

(生活系） 240 77% 100 226 76% 94
225

(233)
76%

(77%)
94

(97)
221

(227)
79%

(78%)
92

(95)

(事業系） 73 23% 100 71 24% 97
70

(68)
24%

(23%)
96

(93)
57

(65)
21%

(22%)
78

(90)

再生利用量 76 25% 100 76 26% 100
80

(85)
27%

(28%)
105

(112)
86

(91)
31%

(31%)
113

(119)

減量化量 207 66% 100 197 66% 95
191

(190)
65%

(63%)
92

(91)
170

(176)
61%

(61%)
82

(85)

最終処分量 29 9% 100 24 8% 83
23

(26)
8%

(9%)
79

(91)
22

(25)
8%

(8%)
77

(84)

 (注）（　）内は、平成24年３月改定時の将来推計値

排出量

基　準 実　績 将来推計（計画実施後）（注）

平成21年度 平成26年度 平成28年度 平成33年度

（万トン）

構成比 指数 構成比 指数 構成比 指数 構成比 指数

1,716 100% 100 1,692 100% 100 1,679 100% 98 1,692 100% 99

再生利用量 711 41% 100 705 42% 99 698 42% 98 712 42% 100

減量化量 891 52% 100 877 52% 101 906 54% 102 908 54% 102

最終処分量 114 7% 100 110 7% 96 75 4% 66 72 4% 63

排出量

基　準 将来推計（計画実施後）

平成21年度 平成28年度 平成33年度

実　績

平成26年度
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 資料編  

３ 将来推計に対する進捗状況 

３ 将来推計に対する進捗状況 

(1) 一般廃棄物 

 排出量の総量は、2014(平成 26)年度実績で 2012(平成 24)年３月に推計した

2016(平成28)年度の将来推計を下回っており、着実に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活系ごみの排出量は、2014(平成 26)年度実績で 2012(平成 24)年３月に推計した

2016(平成 28)年度の将来推計を下回っており、着実に減少していますが、事業系一

般廃棄物の排出量は、将来推計を上回って横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 236 237 234
230

226

233 227

225
221

200 

220 

240 

260 

280 

300 

21

(基準)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

（万トン） 一般廃棄物 排出量（生活系ごみ）

実績 H24.3将来推計 H28将来推計（再推計）

71 72 71 70 71 
73

68

65
70

57

0 

20 

40 

60 

80 

100 

21

(基準)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

（万トン） 一般廃棄物 排出量（事業系一般廃棄物）

実績 H24.3将来推計 H28将来推計（再推計）

313 
307 309 306

301
297

301

292

295

278

250 

270 

290 

310 

330 

350 

21

(基準)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

（万トン） 一般廃棄物 排出量

実績 H24.3将来推計 H28将来推計（再推計）

年度（平成） 

年度（平成） 

年度（平成） 



 

49 
 

資料編 

３ 将来推計に対する進捗状況 

再生利用については、量・率ともに 2012(平成 24)年３月に推計した将来推計を下

回り、横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終処分量は、排出量の減少に伴い、2014(平成 26)年度実績で 2012(平成 24)年３

月に推計した 2016(平成 28)年度の将来推計を下回っており、着実に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76 75 76 76 76 76
85 91
80 86

24.5% 24.5% 24.7% 24.8% 25.3% 25.7%

28%
31%

27%

31%

0
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21

(基準)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
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一般廃棄物 再生利用量・率

実績（量） H24.3将来推計 H28将来推計（再推計）

実績（率） H24.3将来推計 H28将来推計（再推計）

29 30 28 28 26 24 

26 25
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（万トン） 一般廃棄物 最終処分量

実績 H24.3将来推計 H28将来推計（再推計）

再生利用量 
（万トン） 

再生利用率 

年度（平成） 

年度（平成） 
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 資料編  

３ 将来推計に対する進捗状況 

(2) 産業廃棄物 

排出量は、高い水準で推移していましたが、2014(平成 26)年度実績では減少した

ため、将来推計とほぼ同程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生利用量は、将来推計を上回って推移しており、再生利用率は、近年横ばい傾向

で推移しています。 
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資料編 

３ 将来推計に対する進捗状況 

最終処分量は、排出量が高い水準で推移していることから、将来推計を上回って高

めに推移していましたが、2014(平成 26)年度実績では将来推計とほぼ同程度となっ

ています。 
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４ 市町村計画における数値目標 

４ 市町村計画における数値目標 

 

  
  

横浜市 29

37

29

37

29

32

29

32

29

32

29

32

市町村名 項目
基準年度
（平成）

目標年度
（平成）

目標値

総排出量（ごみと資源の総量）
５％以上（約64,000トン）削減

10％以上（約128,000トン）削減
21

ごみ処理に伴い排出される
温室効果ガス

25％以上（約71,000トン-CO2）削減

50％以上（約141,000トン-CO2）削減

川崎市 １人１日あたりのごみ排出量※

26 37

10％削減（998ｇ→898ｇ）

ごみ焼却量
４万トン削減（37万トン→33万トン）
（家庭系２万トン削減、事業系２万ト
ン削減）

※　ごみ排出量：一般家庭から排出されるごみ（普通ごみ・粗大ごみ・資源物・資源集団回収）、

　　事業者から排出されるごみ（事業系焼却ごみ・事業系資源物）、道路清掃ごみの合計

相模原市 市民１人１日当たりの

家庭ごみ排出量※１

18 30

480ｇ以下（約24％減）

ごみ総排出量※２ 223,000トン以下（約18％減）

リサイクル率※３ 25％以上（約７ポイント増）

最終処分量 21,000トン以下（約37％減）

※１　(収集ごみ＋家庭からの持込ごみ＋粗大ごみ)÷人口÷365日

※２　家庭ごみ＋事業系ごみ＋資源

※３　(資源回収量＋処理後資源化量＋集団資源回収量)÷ごみ総排出量×100

横須賀市 発生・排出量
（うち集団資源回収）

27 33

123,000トン
（23,000トン）

焼却量 82,400トン

埋立量   1,700トン

資源化量 44,000トン

資源化率 36％

１人１日排出量
（集団資源回収除く）

695ｇ

平塚市
原単位※１

―

903ｇ/人・日

889ｇ/人・日以上削減

家庭系ごみ※２原単位
527ｇ/人・日

525ｇ/人・日以上削減

資源化率
26.5％

26.6％以上

最終処分量 19
87.2％削減

87.3％以上削減

※１　事業系一般廃棄物を含む１人１日当たりのごみの排出量

※２　集団回収、資源ごみ等を除く
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26

―

小田原市

29

34

29

34

29

34

29

34

29

34

※　（　　）内は平成23年度に対する削減率

市町村名 項目
基準年度
（平成）

目標年度
（平成）

目標値

鎌倉市 ごみの排出量

37

58,282トン（約13％削減）

資源化率 約53％ 

焼却量※１

26

28,854トン（約23％削減）

うち家庭系 18,789トン

うち事業系 10,065トン

温室効果ガス排出量※２

（二酸化炭素換算）
9,188トン-CO2（約42％削減）

※１　平成27年度実績焼却量から駆け込み推計分を除いた32,928トンをベースに各年度のごみ焼却量

　　　を見込む

※２　ＣＯ２排出量（トン－CO2）＝①焼却処理量（トン）×（１－②水分率）×③プラスチック類比

　　　率×2.69（廃プラスチックの焼却に伴う排出）＋①焼却処理量（トン）×全国平均合成繊維比

　　　率（0.028）×2.29（合成繊維の焼却に伴う排出）

藤沢市 市民１人１日当たりの
ごみ排出量

― 38

895ｇ/人・日（3.3％程度削減※３）

市民１人１日当たりの
要処理量

693ｇ/人・日（3.9％程度削減※３）

資源化率Ⅰ※１ 24.1％

資源化率Ⅱ※２ 32.5％

最終処分率 0.2％以下を維持

事業系ごみ排出量 39,127トン/年（22.8％程度削減 ※３）

※１　灰溶融等資源化を含まないごみ排出量中の資源物の割合

※２　灰溶融等資源化を含むごみ排出量中の資源物の割合

※３　現状のごみ排出量等が推移した場合の「現状推計値」に対する割合

燃せるごみ排出量（総量）
― 31

50,167トン

資源化率 30.5％

茅ヶ崎市
ごみの年間総排出量

23

74,019トン（△2.7）※

73,743トン（△3.0）

市民１人１日当たりの排出量
849ｇ/人日（△3.7）

846ｇ/人日（△4.1）

市民１人１日当たりの
資源物を除く排出量

576ｇ/人日（△21.8）

574ｇ/人日（△22.1）

リサイクル率

―

34.3％

34.9％

最終処分率
8.6％

8.0％

逗子市 ごみ排出量

― 31

17,221トン/年

資源化量 9,110トン/年

資源化率 53％

最終処分量 187トン/年

最終処分率 １％

三浦市 総ごみ量
― 29

推計値より1人1日当たり15ｇ削減

資源化 推計値より1人1日当たり30ｇ増加
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33

43

33

43

―

32

37

32

37

33

43

33

43

33

43

33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

市町村名 項目
基準年度
（平成）

目標年度
（平成）

目標値

秦野市 636ｇ/人・日

29.3％

※　（分別収集資源量＋集団資源回収量＋施設での資源化量）/総ごみ排出量×100

ごみ排出量（資源物を除く）

厚木市 減量化目標（家庭系ごみ）
14

32

30％

減量化目標（事業系ごみ） 30％

資源化目標（家庭系ごみ） 40％

大和市 市民１人１日当たりの
家庭系ごみ排出量

26

440ｇ/人・日

438ｇ/人・日

リサイクル率※
31.8％

32.2％

※　リサイクル率（％）＝（総資源化量／総排出量）×１００

　　総資源化量＝（資源分別回収量）＋（焼却灰資源化量）＋（その他のリサイクル量）

　　総排出量＝（家庭系ごみ）＋（事業系ごみ）＋（資源分別回収量）

伊勢原市 31,467トン/年
（863ｇ/人・日）

24,565トン/年
（674ｇ/人・日）

25.3％

※１　焼却対象量とは、家庭ごみと事業系ごみの燃やすごみ、可燃性粗大ごみ等のごみの量

※２　資源化率(%)＝（資源化量／総ごみ排出量）×100

　　  資源化率は、中間処理後の資源化量も含んだ数値

29,504トン/年
（855ｇ/人・日）

20,256トン/年
（587ｇ/人・日）

35.8％

焼却対象量※１（総量）
（原単位）

31ｇ/人・日

事業系ごみの減量化量
1,600トン/年

1,700トン/年

リサイクル率※２

―

約40％

約40％（平成33年度目標達成後、平成
39年度まで維持）

年間焼却量
約25,000トン/年

約24,000トン/年

年間焼却量削減率 12
約25％

約26％

一人一日あたりの焼却量 ―
504ｇ/人・日

496ｇ/人・日

一人一日あたりの
焼却量の削減率

12
35％

36％

※１　一人一日あたりの家庭からの排出量＝(家庭系ごみ排出量(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋

　　　資源物＋直接搬入ごみ）＋集団資源回収量）/（人口(人）×365（日))

※２　リサイクル率＝（資源物収集量＋集団資源回収量＋中間処理施設での資源化量（焼却灰の資

　　　源化量含む））/　総排出量（家庭系ごみ量（可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋資源物＋集団

　　　資源回収）＋事業系ごみ量）

海老名市 一人一日あたりの

家庭ごみ※１の減量化量
22

25ｇ/人・日

資源化率※

27
572ｇ/人・日

37.5％

資源化率※２

―

27

―

総ごみ排出量
（原単位）
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33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

27

33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

33

39

市町村名 項目
基準年度
（平成）

目標年度
（平成）

目標値

座間市 一人一日あたりの

家庭ごみ※１の減量化量
22

20ｇ/人・日

25ｇ/人・日

事業系ごみの減量化量
増加抑制

増加抑制

リサイクル率※２

―

約40％

約40％（平成33年度目標達成後、平成
39年度まで維持）

年間焼却量
約22,000トン/年

約21,000トン/年

年間焼却量削減率 12
約35％

約37％

一人一日あたりの焼却量 ―
477ｇ/人・日

474ｇ/人・日

35％

35％

※１　一人一日あたりの家庭からの排出量＝(家庭系ごみ排出量(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋

　　　資源物＋直接搬入ごみ）＋集団資源回収量）/（人口(人）×365（日))

※２　リサイクル率＝（資源物収集量＋集団資源回収量＋中間処理施設での資源化量（焼却灰の資

　　　源化量含む））/　総排出量（家庭系ごみ量（可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋資源物＋集団

　　　資源回収）＋事業系ごみ量）

南足柄市 一人１日あたりの家庭ごみ※

38

500ｇ（80ｇ減）

H22比 30％減（454トン減）

リサイクル率 35.2％（H22比 7.9ポイント増）

※　国の「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

　　基本的な推進を図るための基本的な方針」に基づく

綾瀬市 一人一日あたりの

家庭ごみ※１の減量化量
22

20ｇ/人・日

25ｇ/人・日

事業系ごみの減量化量
1,200トン/年

1,300トン/年

リサイクル率※２

―

約40％

約40％（平成33年度目標達成後、平成
39年度まで維持）

年間焼却量
約15,000トン/年

約15,000トン/年

年間焼却量削減率 12
約28％

約32％

一人一日あたりの焼却量 ―
486ｇ/人・日

482ｇ/人・日

33％

33％

※１　一人一日あたりの家庭からの排出量＝(家庭系ごみ排出量(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋

　　　資源物＋直接搬入ごみ）＋集団資源回収量）/（人口(人）×365（日))

※２　リサイクル率＝（資源物収集量＋集団資源回収量＋中間処理施設での資源化量（焼却灰の資

　　　源化量含む））/　総排出量（家庭系ごみ量（可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋資源物＋集団

　　　資源回収）＋事業系ごみ量）

葉山町 リサイクル率※１
27 38

50％以上

50％以下

※１　リサイクル率：総ごみ量の内、分別や処理過程によりリサイクルを実施した率

※２　焼却率：総ごみ量の内、ごみとして焼却処理を実施した率

焼却率※２

一人一日あたりの
焼却量の削減率

12

事業系ごみ

一人一日あたりの
焼却量の削減率

12

22
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29

32

29

32

29

32

27

―

22

16

12

16

16

12

16

16

12

16

19

―

19

19

―

19

市町村名 項目
基準年度
（平成）

目標年度
（平成）

目標値

寒川町
一人１日当たりごみ排出量※１

23

783ｇ

760ｇ

リサイクル率※２
34.3％

35.7％

年間総排出量※３
13,737トン

13,228トン

※１　一人１日当たり排出量：排出量÷人口÷365（または366）

※２　リサイクル率：(直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量）/（ごみの総処理量＋

      集団回収量）

※３　排出量：ごみ、資源物として排出され、処理対象となる量

大磯町 資源化の目標

21 32

31.8％

減量化の目標 887ｇ/人・日

最終処分の目標 131トン/年

二宮町 １人１日当たりのごみ排出量 776ｇ/人・日以下（69ｇ/人・日削減）

資源化率 33.2％以上

最終処分量 H28以降H22の1/3以下

38

中井町 家庭系ごみ排出原単位※１

32

595ｇ/人・日（34ｇ減量）

家庭系の資源ごみ以外の
排出原単位

416ｇ/人・日

(リサイクル量※２179ｇ/人・日）

事業系の資源ごみ以外の

排出原単位※３
1.35トン/日（21.5％削減）

※１　家庭系ごみ排出原単位＝収集ごみ量（ｇ/人・日）＋集団資源回収量（ｇ/人・日）

※２　リサイクル量：収集資源ごみ量＋集団資源回収ごみ量

※３　事業系ごみ排出量：大井及び中井美化センターにて処理をする量

大井町 家庭系ごみ排出原単位※１

32

753ｇ/人・日（59ｇ減量）

家庭系の資源ごみ以外の
排出原単位

466ｇ/人・日

（リサイクル量※２287ｇ/人・日）

事業系の資源ごみ以外の

排出原単位※３
3.08トン/日（10.5％削減）

※１　家庭系ごみ排出原単位＝収集ごみ量（ｇ/人・日）＋集団資源回収量（ｇ/人・日）

※２　リサイクル量：収集資源ごみ量＋集団資源回収ごみ量

※３　事業系ごみ排出量：大井及び中井美化センターにて処理をする量

松田町 家庭系ごみ排出原単位※１

32

822ｇ/人・日（82ｇ減量）

家庭系の資源ごみ以外の
排出原単位

526ｇ/人・日

（リサイクル量※２296ｇ/人・日）

事業系の資源ごみ以外の

排出原単位※３
1.46トン/日（12.6％削減）

※１　家庭系ごみ排出原単位＝収集ごみ量（ｇ/人・日）＋集団資源回収量（ｇ/人・日）

※２　リサイクル量：収集資源ごみ量＋集団資源回収ごみ量

※３　事業系ごみ排出量：大井及び中井美化センターにて処理をする量

山北町 排出量

33※

7.9％減

再生利用率 24.5％

最終処分量 14.3％減

※　町計画の平成33年度の将来予測結果を記載

開成町 排出量

33※

7.6％減

再生利用率 28.5％

最終処分量 16.6％減

※　町計画の平成33年度の将来予測結果を記載
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（県資源循環推進課調べ） 

 

箱根町 19

―

19

ごみ総排出量原単位

家庭系ごみ排出量原単位

事業系ごみ排出量原単位

減量化目標

最終処分目標

清川村 33

42

33

42

33

42

市町村名 項目
基準年度
（平成）

目標年度
（平成）

目標値

削減率

33

15％以上削減

資源化率 12％以上

25％以上削減

湯河原町
　・
真鶴町

22 33※

1,296ｇ/人日（10％以上削減）

950ｇ/人日（10％以上削減）

301ｇ/人日（20％以上削減）

資源ごみ排出量原単位
170ｇ/人日（５％以上削減）
資源化率は可能な限り上げる

※　湯河原町真鶴町衛生組合の一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成23年策定）の数値を記載

総排出量（減量化量）

26

愛川町

22

904.9ｇ/人日以下（約５％減）

27.2％（約6.7ポイント増）

約21％の減少（9,100トン）

762ｇ/人日以下（13％減）

907トン/年以下（15％減）

886トン/年以下（17％減）

最終処分量

最終処分量

38％

焼却処理量

粗大ごみ等処理量

資源化目標

34

資源化率
30％

約９％の減少（1,149トン）

約18％の減少（1,157トン）

一人一日当たり平均排出量
（減量化量）

2,000トン（７％以上削減）
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５ 用語の解説  

 

【あ行】 

石綿（アスベスト） 

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物の

総称です。耐熱性、絶縁性等に優れ、

大部分が建材で使用されており、アス

ベスト繊維を吸引すると、15～50年の

潜伏期間を経て、肺がんや中皮腫など

の病気を発症するおそれがあります。 

 

一般廃棄物 

 産業廃棄物以外の廃棄物で、一般廃

棄物はさらに「ごみ」と「し尿」に分

類されます。また、「ごみ」は、日常

生活に伴って生じる「生活系ごみ」と、

商店、オフィス、レストラン等の事業

活動によって生じた紙くず、生ごみ等

（産業廃棄物以外）の「事業系一般廃

棄物」に分類されます。 

 

一般廃棄物処理計画 

 廃棄物処理法第６条に基づき、一般

廃棄物の発生量や処理量の見込み、排

出の抑制のための方策に関する事項等

を掲げた計画です。 

 

ＮＰＯ（Non Profit Organization：民

間非営利団体） 

 社会に貢献する活動を行う民間非営

利団体のことで、法人格の有無は問い

ません。なお、1998(平成 10)年に制定

された特定非営利活動促進法により、

こうした活動を行う団体が特定非営利

活動法人として法人格を取得できるよ

うになりました。 

 

汚泥 

 工場排水や下水などの処理後に残る

泥状のもの、各種製造業の製造工程に

おいて生じた泥状のものなどのことで

す。 

 

温室効果ガス 

大気を構成する気体であって、赤外

線を吸収し再放出する性質を持ち、地

表を暖め、一定の平均気温に保つ働き

をしています。地球温暖化対策の推進

に関する法律では、二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロ

カーボン、パーフルオロカーボン、六

ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の７物質を

温室効果ガスとして規定しています。 

 

【か行】 

海岸漂着物 

海岸に漂着したごみ、そのほかの汚

物又は不要物をいいます。 

 

海岸漂着物処理推進法（美しく豊かな

自然を保護するための海岸における良

好な景観及び環境の保全に係る海岸漂

着物等の処理等の推進に関する法律） 

海岸における良好な景観及び環境を

保全するため、海岸管理者や地方公共

団体等の海岸漂着物の処理の責任や発

生原因に係る定期的な調査など、海岸

漂着物等の円滑な処理及び発生抑制に

向けた取組等を定めた法律です。 

 

海洋汚染防止法（海洋汚染等及び海上

災害の防止に関する法律） 

船舶、海洋施設及び航空機から海洋

に油、有害液体物質等及び廃棄物を排

出すること、油、有害液体物質等及び

廃棄物を海底下廃棄すること、船舶か

ら大気中に排出ガスを放出すること並

びに船舶及び海洋施設において油、有
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害液体物質等及び廃棄物を焼却するこ

とを規制すること等により、海洋汚染

等の防止を図るための法律です。 

 

海洋投入処分 

 1972(昭和 47)年の廃棄物その他の物

の投棄による海洋汚染の防止に関する

条約（ロンドン条約）第 21 回締約国

会議において、我が国は、陸上処分を

原則とした上で、ロンドン条約で海洋

投入が許容されている廃棄物について

も、処分量を抑制していくことを表明

しました。以降、この方針は国際公約

となっています。この条約に基づき、

海洋汚染防止法で海洋投入処分の規制

を行っています。 

 

拡大生産者責任 

 生産者が、自ら生産する製品につい

て、生産段階だけではなく、その製品

が使用され廃棄された後まで、製品の

適正なリサイクルや処分について一定

の責任を負うということです。 

循環型社会形成推進基本法では、生

産者が、その製造する製品の耐久性の

向上、設計の工夫、材質や成分の表示

等を行う責務や製品の引き取り、引き

渡し又は循環的な利用を行う責務を規

定しています。 

 

家電リサイクル法（特定家庭用機器再

商品化法） 

 家庭等から排出される使用済みエア

コン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫及び冷

凍庫のリサイクルを促進するため制定

された法律で、小売業者に消費者から

の引取り及び引き取った廃家電の製造

者等への引渡しを義務付けるとともに、

製造業者等に対し引き取った廃家電の

一定水準以上のリサイクルの実施を義

務付けています。 

かながわエコ 10(てん)トライ 

正式名称は、「私たちの環境行動宣

言 かながわエコ 10(てん)トライ」。 

地球環境保全のための行動指針新ア

ジェンダ 21かながわを引き継ぐもの

として、2015(平成 27)年７月にかなが

わ地球環境保全推進会議で採択されま

した。県民の日々の生活、企業の事業

活動、行政の取組の中で、地球環境問

題を自分のこととして考え、解決する

ための行動を 10の項目、90の行動メ

ニューとして取りまとめたものです。 

 

神奈川県地球温暖化対策計画 

神奈川県地球温暖化対策推進条例に

基づき、地球温暖化対策に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るため

の知事が定める地球温暖化対策に関す

る基本的な計画であり、温室効果ガス

の削減目標や目標達成に向けた取組な

どを定めています。（2016(平成 28)年

10月改定） 

 

かながわグランドデザイン（県の総合

計画） 

 神奈川県自治基本条例第 20条に基

づき、県の政策の基本的な方向を総合

的に示す計画として、総合計画の策定

が義務付けられています。本県の「総

合計画」という趣旨を分かりやすく表

現するために名称を「かながわグラン

ドデザイン」としています。（基本構

想 2012(平成 24)年３月策定、第２期

実施計画 2015(平成 27)年７月策定） 

 

神奈川県におけるレジ袋削減に向けた

取組の実践に関する宣言 

 二酸化炭素と廃棄物の削減に取り組

むとともに、環境にやさしい生活スタ

イルを実現していくため、事業者、消

費者団体等各種団体、行政の参画と協
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働のもと、レジ袋の削減に向けた取組

の実践に関する宣言です。（2009(平

成 21)年５月宣言） 

 

かながわ住宅計画 

 住生活基本法に基づく法定計画であ

る「神奈川県住生活基本計画」（2017 

(平成 29)年３月改定）、高齢者の居住

の安定確保に関する法律に基づく法定

計画である「神奈川県高齢者居住安定

確保計画」（2015(平成 27)年３月改

定）、地域住宅特別措置法に基づく法

定計画である「地域住宅計画 神奈川

県地域」（2017(平成 29)年３月改定）、

県営住宅の整備と入居管理に関する基

本方針を定めた計画である「神奈川県

県 営 住 宅 ス ト ッ ク 総 合 活 用 計 画 」

（2013(平成 25)年９月改定）の四つの

計画で構成された住宅政策の基本方向

などを定めた計画です。 

 

かながわリサイクル製品認定制度 

主に県内で発生した循環資源を原料

の全部又は一部として製造している等

の認定要件に適合している製品につい

て、知事が実施要綱に基づき審査を行

い、「かながわリサイクル製品」とし

て認定する制度です。 

 

環境インターンシップ 

学生が、企業等で環境保全に関わる

業務を体験することで、実践的能力の

ある人材を育成することです。 

本県では、環境保全及び環境問題の

解決に必要な意欲及び実践的能力を有

する人材を育成するため、県内に学部

を設置している大学の大学生及び大学

院生を対象に、神奈川県環境インター

ンシップ事業を行っています。 

 

環境負荷 

 人が環境に与える負担のことです。 

環境基本法では、人の活動により環

境に加えられる影響であって、環境の

保全上の支障の原因となるおそれのあ

るものと定めています。 

 

環境マネジメントシステム 

環境マネジメント(環境管理)は、企

業などの事業者が、法令などの規制基

準を遵守することにとどまらず、自主

的・積極的に環境保全のための行動を

とるための仕組みです。ISO14000 シ

リーズでいう環境マネジメントシステ

ムとは、企業などの事業者が環境保全

に関する方針、目標、計画などを定め、

これを実行・記録し、その実行状況を

点検して方針などを見直すという一連

の手続を指しており、また、一連の環

境マネジメントシステムの中で、自主

的な環境管理の実行状況の点検作業を

環境監査と呼んでいます。 

 

感染性廃棄物 

 医療機関、試験研究機関等から医療

行為、研究活動等に伴って発生した廃

棄物のうち、人に感染症を生じさせる

おそれのある病原性微生物が含まれ、

付着し、又はそのおそれがある廃棄物

のことです。特別管理一般廃棄物又は

特別管理産業廃棄物として、収集から

処分まで全ての過程において厳重に管

理することが求められています。 

 

九都県市首脳会議 

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県

の知事、横浜市・川崎市・千葉市・さ

いたま市・相模原市の市長により構成

され、共有する膨大な地域活力を生か

し、共同して広域的課題に積極的に取

り組むことを目的とした会議です。 
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グリーン購入 

製品やサービスを購入する際、まず、

その必要性を十分に考慮した上で、価

格や品質、利便性、デザインだけでな

く、環境のことを考え、環境負荷がで

きるだけ少ないものを優先して購入す

ることです。 

 

経済的手法 

環境負荷を生じさせる経済活動に対

して、市場を通じて何らかの経済的な

誘導策を与えることにより、環境負荷

が少なくなるようにすることです。例

としては、税・課徴金、デポジット制

度、排出権取引、補助金などがありま

す。 

 

県営住宅ストック総合活用計画 

概ね 20年程度の長期的な視点から

県営住宅ストックの有効活用の考え方

を示すとともに、今後の県営住宅供給

の基本方針と推進すべき施策を定めた

計画です。（2013(平成 25)年９月改定） 

 

建設汚泥 

建設工事で行う掘削工事に伴って発

生する含水率が高く粒子が微細な泥状

の廃棄物のことです。 

 

建設工事 

 土木建築に関する工事（建築物その

他の工作物の全部又は一部を解体する

工事を含む。）のことです。 

 

建設廃棄物 

 建設工事に伴い生ずる廃棄物のこと

です。 

 

建設リサイクル法（建設工事に係る資

材の再資源化等に関する法律） 

 建設物等の建設工事に伴って排出さ

れる特定建設資材の分別及びリサイク

ルを促進するため制定された法律で、

一定規模以上の建設工事受注者に対し、

コンクリートや木材等の特定建設資材

を分別解体等により現場で分別し、再

資源化等を行うことを義務付けるとと

もに、発注者による工事の事前届出制

度、解体工事業者の登録制度などが規

定されています。 

 

県内ＧＤＰ（県内総生産） 

 県内の産業などが１年間の生産活動

によって生み出した付加価値を金額で

表したものです。 

 

減量化 

 排出された廃棄物を脱水、焼却等の

中間処理を行うことにより減量するこ

とです。 

 

広域ブロック 

県が策定した「神奈川県ごみ処理広

域化計画」（1998(平成 10)年３月策定）

の方向に沿って、循環型社会の構築、

ごみの適正処理による環境負荷の低減

及びごみ処理事業の効率化を進めるた

めのブロック割です。 

（県の広域ブロック割は資料編 36ペ

ージを参照） 

 

小型家電（小型電子機器等） 

 携帯電話端末、デジタルカメラ、パ

ーソナルコンピュータなどの電気機械

器具で、小型家電リサイクル法施行令

で定めるものをいいます。 
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小型家電リサイクル法（使用済小型電

子機器等の再資源化の促進に関する法

律） 

アルミ、貴金属やレアメタルなどを

含むデジタルカメラやゲーム機等の使

用済小型電子機器等の再資源化を促進

するため制定された法律です。 

国により再資源化事業計画の認定を

受けた再資源化事業計画にしたがって

行う事業についての廃棄物処理業の許

可等に関する特例等があります。 

 

こどもエコクラブ 

公益財団法人日本環境協会が実施し

ている、幼児（３歳）から高校生まで

なら誰でも参加できる環境活動クラブ

のことです。本県では、クラブへの支

援としてホームページ等を通じた普及

啓発を実施するとともに、地方事務局

として各種申請を受け付けています。 

 

ごみ発電 

 ごみ焼却時に発生する熱エネルギー

をボイラーで回収し、蒸気を発生させ

てタービンを回して発電を行うもので

す。化石燃料の使用削減につながるこ

とから温暖化対策としても注目されて

います。 

 

【さ行】 

災害廃棄物 

 地震や津波等の災害によって発生す

る廃棄物をいいます。 

 

再使用（リユース） 

 いったん使用された容器や製品等を

再使用することです。例えば、ビール

びんや一升びんなどのリターナルびん

などのように、製品を提供するための

容器等を繰り返し使用したり、使用済

の機器等をそのまま、若しくは修理等

を行った上で再び利用することなどで

す。 

 

最終処分 

 再資源化又は再生利用されない廃棄

物について、埋立等により最終的な処

分を行うことです。 

 

再生利用（リサイクル） 

 廃棄物の全部又は一部を原材料とし

て利用することです。例えば、ガラス

を破砕するなどしてガラス原料として

利用したり、スチール缶を鋼材の原料

とするなどがあり、マテリアル・リサ

イクルともいわれています。 

 

再生利用率 

 排出量のうち、どれだけ再生利用で

きたかを表したものです。（再生利用

率＝再生利用量／排出量） 

再生利用量には、ビンやカンのよう

に、中間処理による減量がされず再生

利用される量に加え、汚泥のように焼

却や脱水等の中間処理により減量され

た後、再生利用される量も含まれます。 

一方、排出量には、焼却や脱水等の

中間処理による減量化量が含まれるた

め、減量されている場合、再生利用率

は 100％になりません。 

例 次の場合、再生利用率は 30％となります。 

（トン） 

 排出量 【焼却・脱水等】 
再生 

利用量 

最終 

処分量 

生ごみ 50  ７ ０ 

汚泥 30  ３ ０ 

ビン・カン 15  15 ０ 

プラスチック ５  ５ ０ 

合計 100 (減量化量 70 ) 30 ０ 

 

再資源化 

 廃棄物として排出されたもののうち

有用なものを、素材や部品として再使

△ 43 

△ 27 
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用したり、一定の加工をして再生利用

することです。 

 

在宅医療廃棄物 

在宅医療に伴って発生する注射針や

チューブ・ビニールパック類などの廃

棄物のことです。 

 

産業廃棄物 

 事業活動に伴って生じた廃棄物のう

ち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃ア

ルカリ、廃プラスチック類など、合計

20種類の廃棄物です。 

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト）制

度 

 排出事業者が産業廃棄物の処理を委

託する際に処理業者に帳票（マニフェ

スト）を交付し、処理業者は、処理終

了後にその旨を記載した帳票の写しを

返送することにより、排出事業者が廃

棄物の流れを管理し、適正な処理を確

保するための仕組みのことです。 

 紙を使用したマニフェストのほか、

マニフェストを電子化し、通信ネット

ワークを使用して廃棄物の流れを確認

する「電子マニフェスト」もあります。 

 

産廃スクラム 32（産業廃棄物不適正処

理防止広域連絡協議会） 

 広域にわたる産業廃棄物の不適正処

理を未然に防止し、良好な環境を確保

するとともに、不適正処理発生後の迅

速な対応を図るため、2000(平成 12)年

11月に設置されました。 

協議会は、関東甲信越及び福島、静

岡エリアの自治体（本県を含む１都 11

県及び廃棄物処理法に基づく 20政令

市）から構成されており、不適正処理

についての情報交換や産業廃棄物収集

運搬車両の一斉路上調査等の活動を行

っています。 

 

残余容量 

 最終処分場で廃棄物を埋立処分でき

る全体の容量のうち既に埋立られた容

量を除く、残された埋立て可能な容量

のことです。 

 

事業系一般廃棄物 

 事業活動に伴って排出される廃棄物

のうち、オフィスなど事業所からの紙

くずや飲食店からの生ごみ等の一般廃

棄物のことです。 

 

指定工場制度 

 県が発注する公共工事によって生じ

るコンクリート塊等のリサイクルを行

う工場を指定工場として登録する制度

のことです。 

 

指定事業者制度 

 県が発注する公共工事によって生じ

る建設発生木材等のリサイクルを行う

事業者を指定事業者として登録する制

度のことです。 

 

資源有効利用促進法（資源の有効な利

用の促進に関する法律） 

 製品の環境配慮設計（軽量化等、解

体の容易化等に配慮した設計）、使用

済製品の自主回収・リサイクル、製造

工程で生じる副産物のリデュース・リ

サイクル（事業所のゼロ・エミッショ

ン）といった３Ｒに関するさまざまな

取組を促進することにより、循環経済

システムを構築するため制定された法

律で、事業者として取り組むべき事項

が規定されています。 
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５ 用語の解説 

自動車リサイクル法（使用済自動車の

再資源化等に関する法律） 

 使用済自動車のリサイクル・適正処

理を図るため、自動車のリサイクルに

ついて、自動車の所有者、関連事業者

及び自動車メーカー・輸入業者の役割

を定めた法律です。 

 

循環型社会 

 循環型社会形成推進基本法では、製

品等が廃棄物等となることが抑制され、

廃棄物となった場合でも、適正に循環

的利用が行われることが促進され、及

び循環的な利用が行われないものにつ

いては、適正な処分が確保され、この

ことによって天然資源の消費を抑制し、

環境への負荷ができるかぎり低減され

る社会として定義しています。 

 

循環型社会形成推進基本法 

 循環型社会の形成について基本原則、

関係主体の責務を定めるとともに、循

環型社会形成推進基本計画の策定その

他循環型社会の形成に関する施策の基

本となる事項などを定めた法律です。 

 

循環型社会形成推進基本計画 

循環型社会形成推進基本法に基づき、

政府全体の循環型社会の形成に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、循環型社会の形成に関する施策

についての基本的な方針などを定める

計画です。同計画は、循環型社会のイ

メージを明らかにするとともに、経済

社会におけるものの流れ全体を把握す

る「物質フロー指標」等についての数

値目標、国の取組、各主体の役割等を

定めています。（2013(平成 25)年５月

第三次計画策定） 

 

循環資源 

 循環型社会形成推進基本法で定義さ

れたものであり、廃棄物等（無価物で

ある廃棄物及び使用済製品等や副産物

等で有価のもの）のうち有用なものを

指します。有価・無価という違いを越

えて廃棄物等を一体的に捉え、その発

生抑制と循環的利用（再使用、再生利

用、熱回収）を推進するために考案さ

れた概念です。 

 

循環的利用 

 天然資源の消費を抑制し、環境負荷

を低減するため、廃棄物等のうち有用

なものを「再使用」、「再生利用」及

び「熱回収」により、利用することで

す。 

 

浄化槽 

 下水道等の未整備地域で、トイレの

排水や台所などの生活雑排水を処理す

る設備のことです。以前は、トイレの

排水だけを処理する単独処理浄化槽と

トイレの排水と生活雑排水を併せて処

理する合併処理浄化槽の設置が認めら

れていましたが、現在は、単独処理浄

化槽の新設は認められていません。な

お、浄化槽法の改正により、既存の単

独処理浄化槽については、みなし浄化

槽とすることが定義されています。 

 

浄化槽汚泥 

 浄化槽で水洗トイレの排水や生活雑

排水を処理した際に発生する泥状のも

のです。 

 

食品廃棄物 

 食品製造業、食品流通業、外食産業

及び家庭などから排出される、調理く

ず、食べ残し、期限の切れた食品など

のことです。 
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食品リサイクル法（食品循環資源の再

生利用等の促進に関する法律） 

食品に係る資源の有効利用及び食品

廃棄物の排出抑制を図ること等を目的

として制定された法律で、食品関連事

業者等が取り組むべき事項が規定され

ています。 

 

食品ロス 

食品由来の廃棄物のうち、本来食べ

られるにもかかわらず捨てられる食品

のことです。例として家庭における食

品ロスは、消費期限・賞味切れなどに

より、食事として使用・提供せずにそ

のまま捨ててしまう（直接廃棄）、食

事として使用・提供したが、食べ残し

て捨てる（食べ残し）、食べられる部

分まで過剰に除去して捨ててしまう

（過剰除去）の３種類に分けられます。 

 

飼料化 

 食品廃棄物の水分や栄養成分等を調

整して、家畜用の飼料を製造すること

です。 

 

水銀 

水銀は金属で唯一､常温で液体であ

り､様々な金属と合金を形成します｡国

内では電池や蛍光管､血圧計､温度計､

歯科用アマルガムといった様々な用途

に使用されています｡一方､水銀の有害

性は高く､水俣病のような水銀汚染に

よる健康被害と環境破壊が繰り返され

ることのないよう､国際的に「水銀に

関する水俣条約」が採択されたことを

受け、水銀汚染防止法（水銀による環

境の汚染の防止に関する法律）の制定

や廃棄物処理法政省令改正等の国内法

制度が整備され、段階的に施行されて

います。 

 

水銀廃棄物 

廃金属水銀及びその化合物（以下

「廃金属水銀等」という。）、水銀汚

染物、水銀添加廃製品の３つに分類さ

れます。 

・廃金属水銀等の例：ポロシメータ

ーに使用された水銀、廃試薬、排

ガス処理施設から回収された水銀 

・水銀汚染物の例：水銀を含む汚泥、

焼却残さ（燃え殻、ばいじん） 

・水銀添加廃製品の例：ボタン型電

池、医療用計測器類、工業用計測

器類、蛍光灯、水銀スイッチ・リ

レー、歯科用水銀アマルガム、ワ

クチン保存剤（チメロサール）、

無機薬品 

 

水銀に関する水俣条約 

水銀が人の健康及び環境に及ぼすリ

スクを低減するため、水銀のライフサ

イクル全般にわたる包括的な規制を定

めた条約です。2013(平成 25)年 10月

に熊本市及び水俣市において開催され

た水銀に関する水俣条約外交会議にお

いて採択されました。今後、50か国が

締結してから 90日後に発効します。

（我が国は 2016(平成 28)年２月２日

に締結） 

 

３Ｒ（スリーアール） 

排出抑制 Reduce、再使用 Reuse、再

生利用 Recycleの三つの取組の頭文字

（Ｒ）を取ったものです。 

 

生活系ごみ 

 生活する過程で発生する廃棄物で、

調理くずなどの生ごみ、家具などの粗

大ごみ、空きびん、空き缶などの容器

包装廃棄物や新聞、雑誌などがありま

す。 
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５ 用語の解説 

剪定枝 

 一般家庭や公園にある木の枝を払っ

た後の枝の切りくずのことです。 

 

【た行】 

ダイオキシン類 

 ダイオキシン類対策特別措置法では、

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン

（PCDD）とポリ塩化ジベンゾフラン

（PCDF）に加え、同様の毒性を示すコ

プラナーポリ塩化ビフェニル（コプラ

ナーPCB）と定められています。これ

らの物質は炭素・水素・塩素を含むも

のが燃焼する工程などで意図せざるも

のとして生成されます。 

ダイオキシン類の毒性については、

発がん作用、生殖機能、免疫機能への

影響が懸念されています。 

 

脱水 

 水分を含んでいる汚泥などから機械

的に水分を除去することをいいます。 

 例えば、建設汚泥等は通常 80～98％

の水分を含んでいるので、このままの

状態では処理がしにくいため、脱水し

て、含水率を 55～75％にしています。 

 

多量排出事業者 

 多量の産業廃棄物を排出する事業場

を設置している事業者のことです。 

廃棄物処理法では、年間に 1,000ト

ン以上の産業廃棄物及び 50トン以上

の特別管理産業廃棄物を排出する事業

者を多量排出事業者として規定してお

り、産業廃棄物の減量その他の処理に

関する計画を策定するとともに、その

実施状況について都道府県知事又は廃

棄物処理法に基づく政令市長に提出す

ることが義務づけられています。 

 

多量排出事業者等 

 県及び県内政令４市が協調して行う

廃棄物自主管理事業において対象事業

者とする、年間に 800トン以上の産業

廃棄物及び 40トン以上の特別管理産

業廃棄物を排出する事業者（法定の多

量排出事業者（「多量排出事業者」参

照）のほか、前記の各数量に満たない

任意参加事業者も含む）のことです。 

 

地球温暖化 

 現代の産業社会における多量の石炭

や石油などの消費に伴い、二酸化炭素

などの温室効果ガスの排出量が増加す

ることにより地球の平均気温が上昇す

ることです。 

 

チップ化 

 廃木材や剪定枝などの木材系廃棄物

を破砕機等で細かく砕き、再生利用や

減量化のために小片状にすることです。 

 

中間処理 

 廃棄物の減量・減容化や、安全かつ

安定した状態に変化させることをいい

ます。減量・減容の方法としては、脱

水、焼却、破砕、圧縮などがあり、ま

た、安全、安定化の方法としては、中

和、溶融などがあります。 

 

低炭素社会 

 石炭や石油などの燃料から発生する

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出

が少ない社会のことです。 

 

電子マニフェスト 

 「産業廃棄物管理票（マニフェスト）

制度」参照 

 



 

67 
 

資料編 
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登録再生利用事業者制度 

食品廃棄物等の再生利用を行う再生

利用事業者の育成を図るため、申請に

基づき主務大臣が再生利用事業者を登

録する制度です。登録を受けた再生利

用事業者は、荷卸し地における一般廃

棄物の収集運搬業の許可や、再生利用

でできた肥料・飼料の製造・販売に関

する届出が不要になるなどの特例が認

められています。 

 

特別管理（一般・産業）廃棄物 

 廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染

性があるなど人の健康又は生活環境に

被害を及ぼすおそれがある性状を有す

るものです。他の廃棄物と区別しての

収集運搬や、特定の方法による処理を

義務付けるなど、特別な処理基準が適

用されます。特別管理一般廃棄物と特

別管理産業廃棄物に分けて政令で指定

することとされており、特定の施設か

ら生ずるばいじん、病院等から生ずる

感染性廃棄物、廃ＰＣＢ、廃石綿など

が指定されています。 

 

【な行】 

熱回収 

 可燃性廃棄物の焼却の際に得られる

熱を利用して、発電や温水利用などを

することです。 

 

【は行】 

廃棄物処理業者 

 許可を受け、廃棄物の収集又は運搬、

処分を業として行う者のことです。一

般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業

者に分類されます。 

 

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律） 

 廃棄物の排出を抑制し、及びその適

正な分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等の処理をし、生活環境の保全及

び公衆衛生の向上を図ることを目的と

した法律です。 

 

排出者責任 

 廃棄物などを排出する者が、その適

正なリサイクルや処理に関する責任を

負うべきであるとの考え方であり、廃

棄物・リサイクル対策の基本的な原則

の一つです。 

 

排出抑制（リデュース） 

 ごみになるものを作らない、売らな

い、買わない、製品を長く使用するこ

となどにより、日々の生活や産業活動

に伴うごみの発生を事前に抑制した上

で、不要となったものを家庭や事業所

等から外部に出すこと（排出）につい

て、再使用を進めることなどにより抑

制することです。 

 

ばいじん 

 焼却により発生し、焼却施設の集じ 

ん施設やボイラー等で捕集された粒子

状物質のことです。 

 

フードチェーン 

食品の製造から消費に至るまでの一

連の食品供給の行程のことです。 

 

不適正保管 

 廃棄物処理法等の基準に違反して、

廃棄物を保管している状態のことです。 

 

不法投棄 

 ごみを定められた以外の場所、例え

ば山林や河川敷等に廃棄することをい
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います。廃棄物処理法では、何人も、

みだりに廃棄物を捨ててはならないと

されており、罰則が定められています。 

 

分別収集 

 家庭などから排出されるごみを、処

理方法に応じて分類し、収集すること

です。ごみを効率よく処理するために、

「可燃ごみ」「不燃ごみ」に分けて収

集することや、缶、びん、古紙、ペッ

トボトルなどを再資源化するために、

他のものと分けて収集することをいい

ます。 

 

ペーパーレス化 

紙を使わずに、情報や資料をコンピ

ュータなどによって処理・保存するこ

とです。 

 

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル （ Ｐ Ｃ Ｂ ：

Polychlorinated Biphenyls）廃棄物 

 ＰＣＢやＰＣＢを含む油又はＰＣＢ

が塗布されたもの、封入されたものな

どが廃棄物となったものです。特別管

理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物

として、届出、適正保管及び定められ

た期限までの処理が義務づけられてい

ます。 

 

ＰＣＢ廃棄物処理基金 

 国、都道府県からの補助金と産業界

等民間からの出えん金で造成された基

金で、環境大臣が指定した処理事業者

に対し、中小企業者等が保管するＰＣ

Ｂ廃棄物の処理費用の軽減及びＰＣＢ

廃棄物処理の研究・研修等の促進を目

的として助成を行っています。 

 

ＰＣＢ特別措置法（ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法） 

 ＰＣＢ廃棄物について、処理体制の

速やかな整備と確実かつ適正な処理を

推進し、国民の健康の保護と生活環境

の保全を図ることを目的として定めら

れたものです。処分そのものを一定期

間内に確実に行う点に重きを置いて立

法措置がとられました。 

 

【ま行】 

無害化 

 有害な廃棄物を中間処理することで、

無害な廃棄物にすることをいいます。

廃棄物に含まれている有害物質の種類、

性質によって様々な無害化の方法があ

ります。 

 

燃え殻 

 焼却施設の炉内に残った焼却灰のほ

か、石炭がらや廃活性炭などのことで

す。 

 

【や行】 

山梨県・静岡県・神奈川県富士箱根伊

豆地域不法投棄防止連絡会議（山静神） 

 山梨県、静岡県、神奈川県にまたが

る富士箱根伊豆地域における不法投棄

を防止するため、相互の連絡を密にし

た取組を行うことにより、同地域の環

境保全を図る目的で設置された会議で

す。 

 

優良産業廃棄物処理業者認定制度 

 優良事業者が社会的に評価され、不

法投棄や不適正処理を行う事業者が淘

汰される環境をつくるため、2011(平

成 23) 年に創設された制度です。通

常の許可基準よりも厳しい基準をクリ
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アした優良な産廃処理業者を、都道府

県・政令市が審査して認定します。 

 

容器包装 

 容器包装リサイクル法では、商品が

消費されたり、商品と分離された場合

に不要となるものとしています。主な

ものは、鋼製（スチール製）容器、ア

ルミニウム製容器、ガラス製容器、段

ボール製容器及び飲料用紙製容器のほ

か、ペットボトル及びプラスチック製

容器などです。 

 

容器包装リサイクル法（容器包装に係

る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律） 

 資源の有効活用や廃棄物の適正処理

を推進するため、家庭ごみの大きな割

合を占める容器包装廃棄物について、

消費者は分別して排出する、市町村は

分別収集する、容器を製造する又は販

売する商品に容器包装を用いた事業者

は再商品化を実施するという役割分担

を定めた法律です。 

 

【ら行】 

リサイクル施設 

 びん、缶、ペットボトル、古紙など

を分別し、再生利用の原料とするため

の施設です。 
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